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開議　午前　９時００分 

○議長（梅原好範君）　改めまして、皆さん、おはようございます。 

　　本日の会議は、健康管理のため、水筒等での飲料の持込みを許可しております。 

　　ただいまの出席議員は１３名であります。 

　　定足数に達しておりますので、令和７年第３回京丹波町議会定例会を再開いたします。 

　　直ちに本日の会議を開きます。 

 

《日程第１、諸般の報告》 

○議長（梅原好範君）　日程第１、諸般の報告を行います。 

　　８月２９日、議会広報広聴特別委員会が開催され、議会だより発行に向けた会議が行われ

ました。 

　　９月１日に全員協議会が開催され、町が出資する各法人の経営状況等について、報告を受

けました。 

　　また、ＩＣカードシステム導入に向けた要望決議、意見書の提出について協議されました。 

　　京丹波町情報センターに対し、自主放送番組での本会議の放映を依頼しましたので、報告

いたします。 

　　以上で、諸般の報告を終わります。 

 

《日程第２、一般質問》 

○議長（梅原好範君）　日程第２、一般質問を行います。 

　　一般質問は、通告に従い、順次発言を許可します。 

　　質問者は、最初の質問のみ質問席で行い、以降は自席に戻って、自席にて答弁を受け、次

の質問を行ってください。 

　　最初に、伊藤康二君の発言を許可します。 

　　４番、伊藤康二君。 

○４番（伊藤康二君）　議席番号４番の伊藤康二です。 

　　議長の許可が出ましたので、令和７年第３回定例会の一般質問を通告書に従いまして始め

させていただきます。 

　　さて、私事ではございますが、１期４年、１５回目の最後の一般質問となります。いつも

一般質問の議事録を議会だよりの制作のために目を通しますと、大分質問と回答がかみ合っ

てないと思いますので、その点ご理解いただきまして、どうかよろしくお願いをいたします。 
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　　それでは、質問事項１、高温対策及び渇水対策について。 

　　農業政策について、政府は、８月５日、米の安定供給に向けた関係閣僚会議の中で、米価

格が高騰した要因の検証結果について、一般家庭の消費量やインバウンド需要の観点が欠け

ていたなどから、生産量が足りていると判断し、備蓄米放出のタイミングや方法が適切では

なかった。その上で、米の生産量が不足したことを真摯に受け止めるとして、増産にかじを

切る方向を発表いたしました。耕作放棄地の拡大を食い止めて、農地を次の世代につなげて

いくとともに、輸出の根本的な拡大に全力を挙げる考えを示しました。そして、農業経営の

大規模化、法人化やスマート化の推進などを通じた生産性の向上や消費者ニーズに応じた付

加価値の向上に取り組んでいく。再来年度の水田政策の見直しに当たっては、米を作るなで

はなく、生産性向上を目指す農業者が増産に前向きに取り組める支援に転換する。さらに、

中山間地域の棚田などを守るため、新たな仕組みの創設も検討をする一方、渇水や高温によ

る米の生育影響が懸念されるとして、被害軽減に向けた対策を取ると明言をしています。 

　　そこで、（１）ですが、京都府は、農業用揚水ポンプの導入、配水車のリースなど、渇水

対策に資する経費の５割補助（上限１０万円）を決めた。その基幹産業である農業を下支え

するため、府の補助金に上乗せをし、町独自の補助を行ってはどうかお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　今年の夏は本当に暑くて、今もまだ大変暑い毎日が続いてるというこ

とでございます。非常に渇水を懸念しまして、本当に農作物に対する影響がかなり大きいん

じゃないかなと相当心配したわけでございますけれども、稲作につきましては、何とかしの

げたのではないかなという感じはいたしておるところでございまして、今、まさに稲刈りが

始まって、本当にこの暑い中で、大変な作業を農家の皆様方、一生懸命なされておる状況で

ございます。取れ高もまずまずというか、割といいほうだったということも一部聞いておる

ところでございまして、そういった意味では、胸をなで下ろしている、安堵しているという

状況でございます。 

　　そういう中で、高温及び渇水対策につきましては、京都府が令和７年度水稲渇水対策等支

援事業として展開をされておるところでございます。 

　　本町といたしましては、その事業を有効にご活用いただくために、京丹波あんしんアプリ

とか町ホームページを通して、情報提供をさせていただいてるところでございます。 

　　このほかに、多面的機能支払交付金における対応を推進いたしておりまして、８月１３日

に組織の代表の皆様方へお知らせをさせていただきました。まずは現行制度を有効に活用し

ていただけるように支援していきたいと思っておるところであります。 
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　　今後、収まっていくと思うんですが、まだなお高温が続くということも想定されますので、

国・府の施策を注視しながら、対応を検討する必要があるかなと考えておるところでござい

ます。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　渇水が稲に及ぼす影響が、今まさに刈取りで大体分かってきたとは言

いますけども、やっぱり未熟米が多いということで、くず米、２番の出が私のところも結構

ありますので、影響は出ているということでございます。 

　　それでは、２番目にまいります。 

　　農業用揚水ポンプのリースへの補助を行うべきではないかと思うんですが、いかがですか。 

○議長（梅原好範君）　山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　農業用揚水ポンプのリースにつきましては、先ほど町長から

答弁ありました京都府の支援事業、または先ほど答弁のありました多面的機能支払交付金の

活用を推進しているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　農業用揚水ポンプでございますけども、京都府の示されましたのは１

０万円を上限としておりますので、多分、２０万円の商品を買って、５割の１０万円という

ことになってると思うんですが、２０万円のポンプでどれぐらいの作業効率があるかという

ことが問われるわけでございまして、今、私が質問しているのは、それに追い足しをして、

もう少し大きいポンプを買うような施策ができないかどうか、その辺の質問でございます。

その辺いかがでしょうか。 

○議長（梅原好範君）　山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　ポンプも、揚程、能力、様々でございますけれども、まずは、

先ほど答弁しました多面的機能支払交付金などで、それぞれの集落で貸出しをするとか、共

同利用するとかということでこの現行制度を活用いただいて、まず集落であったり、農家組

合であったりで所有していただいて、それを共同利用していただくとか、そういう形の仕組

みを取っていただければなというふうに考えているところでございます。 

　　ということで、今のところは、この現行制度で有効的に活用いただいて、何とかこの高温

を耐えしのいでいただけたらと考えているところでございます。 

　　以上でございます。 
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○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　それでは、３番目の質問にまいります。 

　　水稲に深刻な被害を及ぼすカメムシの大量発生対策として、無人ヘリやドローンでの一斉

広域防除に取り組む農業者（組合など）に対する補助を行ってはどうかお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　カメムシによります斑点米等の発生を防除する必要性につき

ましては、非常に認識しているところでございます。 

　　現在、一斉広域防除に対します直接的な補助制度はございませんが、今年度から、中山間

地域等直接支払制度におきまして、定量的な目標設定など一定条件はありますが、スマート

農業加算としてドローン等によります農薬散布の作業の取組につきまして、１０アール当た

り５，０００円の加算を新たに導入いたしましたので、まずは、現行制度を有効に活用いた

だけるようにしっかりと支援してまいりたいと思います。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　５，０００円の補助が出るということなので、足るか足らんかは私も

分かりませんけども、一応安堵しました。 

　　それでは、４番目に移ります。 

　　野菜、とりわけ、黒豆（黒枝豆）や小豆などを栽培する農業者に対しても、渇水・高温対

策への支援を行うべきではないかと思うんですが、京都府の補助によりましては、水稲とな

っておりますので、野菜のほうにも何がしか支援をいただけないかということでございます。

その点いかがでしょうか。 

○議長（梅原好範君）　山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　野菜や豆類に対します渇水・高温対策でございますが、先ほ

ど答弁いたしました水稲と併せまして、令和７年度におきましても、園芸高温対策等支援事

業が展開されてございます。対象者には限りがあるんですけれども、現行制度を活用いただ

けるように、京丹波あんしんアプリや町のホームページなどで情報提供をしているところで

ございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　野菜とか黒枝豆、今盛んに大きくなって水が欲しいという時期でもご

ざいます。水稲においても刈取りが始まっておりますので、あとは農産物の野菜、それから
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黒枝豆に対する水を入れるという作業が必要ではないかというふうに私も思っておりますの

で、その点よろしくお願いいたします。 

　　それでは、質問事項２、選挙の投票日についてでございます。 

　　第１番目ですけども、国政選挙の再選挙や補選、統一地方選を除き、投票日を日曜日以外

にすることは、制度上、可能なのかどうかお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　正田選挙管理委員長。 

○選挙管理委員長（正田恭丈君）　地方議会や首長の任期満了による選挙は、公職選挙法第３

３条により、任期満了日の３０日以内に実施すればよいとされており、投票日を日曜日以外

に設定することは、制度上可能です。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　正田選挙管理委員長には、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして

ありがとうございます。 

　　それでは、（２）の質問でございますが、日曜日投開票の際の職員の休日出勤手当などは

どれぐらいかかっているのかお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　本年、７月２０日、日曜日に執行されました参議院議員通常選挙

の当日にかかった職員の手当の額でございますが、約５１７万円でございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　３番目に行く前に、選挙は、なぜ日曜日に行われるかということでご

ざいまして、海外には日曜日以外にも選挙をする国が多くあります。イギリス総選挙は木曜

日、アメリカ大統領選挙は火曜日、カナダ総選挙は月曜日、オーストラリア総選挙は土曜日、

韓国大統領選挙は火曜日に行われております。 

　　では、なぜ日本の選挙は日曜日に行われるのか。総務省に聞いたところ、選挙管理委員会

などが多くの有権者が投票しやすい日として日曜日にしているのではないか。確かに、仕事

が休みの日だと投票に行きやすいということで、しかし、投票日を日曜日にする法律は、国

政選挙の再選挙や補選、統一地方選挙を除いてはありません。よって、投票日は日曜日以外

でもいいということになります。実際に、日曜日以外に選挙を行っている自治体もあります。

北海道増毛町の町長選挙は土曜日に行われております。増毛町は、住民に漁業者が多いため、

市場が休みの土曜日に、東川町の町長選挙や町議会選挙は、曜日にかかわらず２月２８日に
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行われています。東川町は、道内きっての米どころで、田植作業などに向けて大変忙しくな

る前の２月に行っているということであります。また、別の理由を挙げる自治体もあります。

山形県の飯豊町では、町長選挙や町議会選挙を平日に行っています。昨年、町議選挙は、衆

議院選と同日の日曜日となりましたが、その理由は経費削減であります。日曜日に投票が行

われると、投票や開票作業をする職員の休日手当などがかかりますが、平日ならその経費が

かかりません。その効果は、日曜日に行われる知事選や国政選挙と比べると、選挙全体に係

る経費はおよそ半分だということでございます。 

　　それでは、（３）ですけども、投票日を日曜日以外、例えば、火曜日、水曜日とした場合、

投票する人にとって、どのようなメリットが考えられるかお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　正田選挙管理委員長。 

○選挙管理委員長（正田恭丈君）　多くの有権者、とりわけ働く世代や学生、子育て世代にと

っては、投票日の確保が難しい場合がございます。必ずしも平日が有利とは言い難い状況と

考えております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　日曜日がいいということだとは思うんですが、そのメリットですけど

も、投票する人にとって、本町でも、町長選挙、それから町議会選挙が火曜日から土曜日ま

でが選挙期間となっておりまして、日曜日が投票日でございます。そのことから、日曜日、

たくさんの人がおる前で訴えをすることが本町に限ってはできません。この前の参議院選挙

では、間に土日を挟みますので、駅前とかその辺で候補者が選挙活動、自分の思いをぶつけ

るということができますけども、本町にとっては、日曜がちょうど投票日になりますので、

訴えがなかなか聞けないということも発生するのではないかということはあるのではないか

と私は思っております。 

　　それでは、（４）ですけども、７月２０日が投票日だった参議院選挙における期日前投票

率は、中でも、７月１２日、１３日、土曜、日曜と思うんですが、投票率は何％だったのか

お伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　７月２０日の期日前投票の数でございますが、有権者の全体投票

数の５１．８３％になります。 

　　また、７月１２日、土曜日の投票率は、全体の投票者数に対しまして３．０８％、７月１

３日、日曜日は３．３３％でありました。 
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　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　期日前投票といいますと、告示（公示）された次の日から当日まで大

分あるわけですけども、５１％の投票が期日前投票であったという報告でした。土日も挟み

ましたけども、平日を加えてそれだけの人数の人が投票に行ってるということからしますと、

平日に変更いたしましても、それだけの投票率が確保できるのではないかというふうに思い

ますが、いかがですか。 

○議長（梅原好範君）　関連質問として受け付けます。 

　　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　今議員がおっしゃったようなことも一つ要因としては考えられる

かもしれませんが、日曜日に実施することが、今、京丹波町の中では慣例となっております

し、先ほど議員が事例を申し上げられたような特殊な事情は、今のところないかなというふ

うに考えておりますので、先ほど言わせてもらったような状況でございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　今、平日のパーセンテージをお聞きして、私は先ほどから言ってるの

は、最初に言いましたけども、平日にすることによって経費の削減ができるということを言

ってるわけで、ただ、月曜日や火曜日にしろとか、日曜日がいいんじゃないかということじ

ゃなしに、日曜日にすると経費がかさむということです。だから、パーセンテージが同じで

あれば、平日にやったほうが経費が削減できるということを質問の中で先ほどから言ってる

わけでございますので、その点、町長どうですか。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　選挙は、選挙管理委員会の専管事項でございますので、選挙管理委員

会の議論の中で決めていただいたらいいかと思います。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　選挙管理委員長はどうでしょう。 

○議長（梅原好範君）　正田選挙管理委員長。 

○選挙管理委員長（正田恭丈君）　平日に行うことにより、休日勤務手当などの人件費は、確

かに抑えることができますが、通常の業務と重なり、あるいは業務への支障が懸念されるこ

とや、投票所施設の利用と重なる場合、調整が難しくなると考えております。現時点では、

平日を投票日にすることは考えておりません。 
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　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　平日の業務と重なるということでございますので、日本でもやってい

るのは３町ぐらいですが、そこの業務はどうなっているかということも、また後で調べてい

ただいたらいいかと私は思います。 

　　以上で、２番目は終わります。 

　　続きまして、質問事項３、中山間地域についてでございます。 

　　（１）中山間地域（中間農業地域と山間農業地域）の定義についてお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　栗林産業建設部長。 

○産業建設部長（栗林英治君）　中山間地域とは、農業地域類型区分のうち、中間農業地域と

山間農業地域を合わせた地域を指しているところでございまして、食料・農業・農村基本法

第４７条において、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の

生産条件が不利な地域を規定しているところでございます。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　農業が不利だということでございますけども、中山間地域を見ており

ますと、今言うように山間地域のほうがもっと不利で、それを同等に中山間地域というふう

に国会でも言われますけども、その点、本町では、山間地域のほうが多いような気もします。

和知のほうとか瑞穂の奥のほうへ行きますと山間地域の中に入りまして、作られていない田

んぼがたくさんある。これから国のほうも増産にかじを切るということで、今、山間地域が

大事な場所になってきてると私は思っております。 

　　そこで、（３）に入りますけども、中山間地域、とりわけ、山間農業地域に特化した手厚

い補助対策を講じることが必要と考えます。 

○議長（梅原好範君）　伊藤議員、（２）はどうされますか。 

　　（２）をされますか。 

○４番（伊藤康二君）　はい、します。 

　　中山間地が農業に占めるウエートについてお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　議員おっしゃるように、本町も、決して平たんな地域ばかりではない。

むしろ、今、部長が申し上げました定義に係る、いわゆる中山間地域の特性を持った地域で

あろうと思っております。 
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　　そういった中山間地域は、耕地面積なり、総農家数、農業算出額ともに全国数値の約４割

を占めているというところであります。これが日本の農業の一つの特質とも思っておるわけ

であります。ですから、農業において非常に重要な役割を担っているとも言えるところであ

ります。 

　　そのほかにも地域の暮らしとか共同活動、さらには景観維持などの多面的な役割も担って

いるところでありまして、地域そのものを支える重みを持っていると思っております。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　それでは、先ほども言いましたけども、（３）にまいりまして、中山

間地域、とりわけ、山間農業地域に特化した手厚い補助対策を講じることが必要と考えます

が、町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　中山間地域、とりわけ、山間農業地域に特化した補助対策の一つに、

全国的に取り組まれております中山間地域等直接支払交付金制度というのがあります。これ

は、議員ご案内のとおりかと思っております。 

　　農地の傾斜によりまして、交付単価が変わるものであります。条件不利地な農地ほど高い

単価設定がなされているというものであります。 

　　それ以外にも、多面的機能支払交付金、また、鳥獣被害防止総合対策交付金、そういった

山間農業地域を対象とした補助事業もあります。まずは現行制度を十分に活用することが大

事だろうと思っておりますし、そういった意味でしっかりと支援してまいりたいと思ってお

ります。 

　　また、年々、国の農業政策は目まぐるしく変化を続けております。国・府の施策を見過ご

すことなくしっかりと見ながら、対応をこれから検討することが大事だろうと思っておりま

す。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　中山間地域と山間農業地域、獣害でも金網設置が今主流となっており

ますけども、私も、町のほうに金網のことについていろいろと相談をいたしましたけども、

山間農業地域と中山間地域、補助金の割合があまり違わないと私は感じております。そこで

こういう質問をさせていただいておりますけども、山間農業地域のほうがより獣害が発生す

ることが多いというふうに感じておりますので、手厚い補助をしていただきたいというのは、

その点で申し上げているわけでございますので、その辺のことについてどうですか。 

○議長（梅原好範君）　栗林産業建設部長。 



－７３－

○産業建設部長（栗林英治君）　国の事業のほうでいきますと、中山間地域を一体的に支援す

ることにつきましては、あらゆる圃場整備事業でありましたり、それから、今ありました有

害の事業、それから、多面的機能支払等で事業要件の緩和であったりとか事業の採択をされ

るときにポイント制があるんですけれども、そのポイントが緩和されたりとか、一定、国の

ほうでも、事業的には中山間地域農業ルネッサンス事業ということで、ひとくくりにした中

で、それぞれの細かな事業の部分で中山間地域については要件の緩和をはじめ、事業が展開

をされているというようなことで、本町にとりましては、そうしたことで恩恵を受けている

部分は多々あるというように思っております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　大変分かる答弁ではございますけども、苦労してるのは中山間の人で

はなしに、山間地のほうが苦労しているんじゃないかと私は思っておるわけでございます。 

　　それでは、質問事項４に行きます。 

　　農業振興奨励金の創設についてでございます。 

　　（１）固定資産税のうち、農業事業に関わる償却資産となる主なものにはどのようなもの

があるのかお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　小山税務課長。 

○税務課長（小山　潤君）　主なものでございます。農業用機械、乾燥機・保冷庫等の設備等

が該当しまして、事業用に供することができるものが資産の課税対象となります。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　（２）にまいります。 

　　固定資産税（償却資産）の課税対象にはならず、乗用装置を備えた農耕作業用小型特殊自

動車として、軽自動車税が課税対象となるのはどのようなトラクター、コンバイン、田植機

なのか、区分規定をお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　小山税務課長。 

○税務課長（小山　潤君）　乗用装置を備えましたトラクター、コンバイン、田植機など、最

高時速が３５キロ未満のものが対象となっております。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　ある法人の方から相談を受けまして、こんな払わんなんことがあるん

やと、私も初めて聞かせていただきまして質問に挙げさせてもらいましたけども、私の感覚
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からしますと、トラクターは動くものと思ってますので、固定したものではないというふう

に考えておりました。そんなところで、固定資産税の中に償却資産として課税対象になると

いうことがあるということをお聞きしましたので、質問に起こさせていただきました。それ

はそれで結構なんですが、（３）町が収納する固定資産税（償却資産）のうち、農業事業に

関わるものはどの程度あるのかお伺いをいたします。あわせて、償却資産全体に占める割合

についてもお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　小山税務課長。 

○税務課長（小山　潤君）　償却資産につきましては、①構築物、②機械及び装置、③船舶、

④航空機、⑤車両及び運搬具、⑥工具、器具及び備品の６種類の資産に分類をして申告をい

ただいております。申告資産の名称のみで農業用資産として集計することが困難であること

から、事業種別で金額、割合を出すことができません。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 

○４番（伊藤康二君）　そのようにできないという、私もよく分かりませんけども、そういう

ことでございました。 

　　それでは、（４）農業の振興を図ることを目的として、固定資産税（償却資産）に該当す

る農業用施設や農業用機械を新たに取得した町内で農業を営む農業者、それから農事組合法

人、株式会社などに対しまして、例えば、３年間、奨励金を交付する（仮称）農業振興奨励

金の創設を検討する考えはないかお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　本町、食の町を標榜している以上、農業の振興を図るということは非

常に大事だろうと思っております。 

　　そういった意味で、農業用施設や機械の取得につきましては、各種補助金交付要綱を定め

まして、それに基づいて取得時に補助金を交付させていただいておる支援も行っております。

私は、非常に手厚い補助を行っていると自負をいたしているところでございまして、それに

は財源が厳しい状況もありますので、国、京都府の制度も活用して、全体的に補助枠をしっ

かりと確保しているというものでございます。事業をなされる皆さん方に少しでも経費の負

担が少なくなるよう、支援していると私は考えております。これ以上、支援の創設について

は、今のところ考えていないというところでございますので、どうぞご理解いただきますよ

うお願いします。 

○議長（梅原好範君）　伊藤君。 
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○４番（伊藤康二君）　今町長がおっしゃっているのは、認定農業者、認定新規農業者と思う

んですが、法人のほうもあると思うんですが、その他、農業だけ個人的に買っておるとか、

そういう人たちに補助はなかなかされてないのが現状でございます。私も認定農業者で、機

械を買うときには３０％の補助金を頂いているときもありますけども、個人の事業者に対し

ては、どうしたら３０％もらえるのかとか相談を受けますけども、なかなかやっぱり認定農

業者になっとらんと無理やでとしか言いようがないので、個人的にやっておられる方々も農

業者の一員でございますので、その辺、町が無理なら府、府が無理なら国というふうに、今、

増産にかじを切ったならば、その辺の補助金を増設するように、町のほうからも意見書なり、

そういうことを要望してはどうかと思うわけでございます。 

　　私が思うところは以上でございます。これが、私の４年間の最後の質問になります。あり

がとうございました。終わります。 

○議長（梅原好範君）　これで、伊藤康二君の一般質問を終わります。 

　　なお、先ほどの伊藤議員の質問の中で、答弁を求める相手方に一部不適切な部分があった

ことをおわび申し上げます。 

　　ここで、答弁者移動のために暫時休憩します。 

休憩　午前　９時４０分 

再開　午前　９時４０分 

○議長（梅原好範君）　再開します。 

　　次に、隅山卓夫君の発言を許可します。 

　　７番、隅山卓夫君。 

○７番（隅山卓夫君）　改めまして、おはようございます。 

　　７番議員の隅山卓夫でございます。 

　　議長より発言の許可を得ましたので、令和７年第３回定例会における一般質問を通告書に

よりまして行っていきたいと思っております。 

　　本年は、異例の早い梅雨明けに始まりまして、今夏、日本列島は、記録的な猛暑と小雨に

見舞われ、貯水率がゼロ％まで下がるダムがあるなど、深刻な渇水となる地域が続出をいた

しました。生活に直結するダムの貯水率も急速に低下をしまして、お隣の丹波市は、日本で

最も低い分水嶺で標高は９５メートルであります。通常は、尾根や山稜にある分水界が谷地

形の中に存在する珍しい地形として知られております。渇水の影響で、７月２３日に今季の

営業を始めた市営レジャープールを、取水元の三宝ダムの貯水率低下が理由で、生活用水の

水源でもあるので、渇水対策を優先し、僅か３日で閉業する事態となっております。 
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　　町長も、開催された町政懇談会の各会場におきまして、冒頭には必ず猛暑と渇水に触れら

れ、水稲の生育で最も水を必要とする出穂期の前後は、水が不足すると幼穂の生育や稔実が

悪くなるので、収穫量への影響が心配されるところであります。 

　　さきに執行されました参議院通常選挙では、昨年の衆議院選に続きまして、政権与党の惨

敗となりました。政権与党が衆参で過半数を割るのは、実に三十有余年ぶりとなりました。 

　　京都新聞日曜コラム「天眼」執筆者の１人であります、東京大学名誉教授　上野千鶴子さ

んが、参院選が終わったとして天眼に寄稿されておりました。投票行動を取る人たちが変化

を求めていることは政治学者も指摘しており、現状のままでよいとは誰も思っていない。問

題なのは、変化の方向であるとし、手取りを増やす、消費税を減らす、または廃止する、保

険料を減らすという要求は、全て社会保障財源を減らすことにつながる。少し考えれば分か

ることだ。自己決定、自己責任で福祉の貧困な社会にしたいのだろうか。国民の生活は逼迫

している。財源は限られている。それを誰に優先した配分にするのか。当然、日本人だろう

という言い分の日本人ファーストが登場しました。自分たちが外国へ行けば、差別されてよ

いということを意味することになるが、それでよいのか。そして、とどめは、日本人ファー

ストを唱える政党は、高齢者の終末期医療を自己負担にせよ。女性は働かずにさっさと子ど

もを産めと唱える。この政党に女性の支持が集まる理由が分からない。日本版トランプも近

い将来、登場するだろうか。それだけは防ぎたいと寄稿を閉じられておりますが、私も全く

同感しておる。共有したいと思っております。 

　　私の本定例会における質問事項は、町政懇談会について、災害発生時の高齢者等要配慮者

の避難について、そして、和知地区京丹波町立小中学校のあり方検討委員会についての３項

目としております。 

　　６月２６日を最初に、１２会場で開催をされました町政懇談会につきまして、以下、４点

お伺いをいたします。 

　　町政懇談会は、もとより、町民の皆さんと町長が直接対話をし、地域の課題や将来像につ

いて意見交換を行う場であります。町政懇談会冊子にも掲げられていますが、町政は、町民

の皆様と考え、より効果的な施策を指示していくことが大切と発信されていますように、そ

の目的は、地域の実情を理解し、地域の将来像について話し合い、住民との協働のまちづく

りに結びつける必要があります。 

　　私は、和知地区３会場ほか、５会場に参加をいたしましたが、どの会場においても多くの

方が参加をされ、地域内の抱える課題解決のための対策や改良に関する意見が多くあったと

ころであります。 
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　　質問項目１の（１）「未来へ　幸せつなぐまち」をテーマに、町の活性化や持続可能な地

域社会の構築のため、共に考えたいとの意図は、参加された住民の皆様に届いたのでありま

しょうか。 

　　懇談会冊子に掲げられた各種施策についての意見や批判は、私が参加したどの会場におい

てもなかったことに、町議会議員の一人として、一抹の不安と責任の重さを強く感じており

ます。 

　　また、かつてない大型予算の下、三つの柱、健やかで幸せな食の町、教育と子育ての町、

人のふれあいを感じる町、それぞれの施策で持続可能なまちづくりを目指される一連の施策

に町民の皆さんの納得と賛同は得られたのでしょうか。見解をお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　今年度も、町政懇談会を町内１２か所で開催をさせていただきました。

私の任期の最終となる町政懇談会でございます。本当に多くの町民の皆様方にご参加賜りま

した。改めて、心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 

　　会場では、私は、挨拶を兼ねて、町政をお預かりしてから取り組んだ事業についてお伝え

をし、そして、今年度の予算・事業につきまして、丁寧に説明をさせていただいたつもりで

ございます。 

　　その上で、施策の方向性等については、確かにいろんなご意見を賜りましたし、それにつ

いて、より理解を深めるといった意味での深度のあるご意見というのは、割と少なかったの

ではないかと思っております。そして、そういう状況を見て理解が得られないか、そういう

ことでは私はないと思っております。積極的なご意見をいろいろ賜りたかったわけでござい

ますけれども、比較的少ない状況もございました。それをもって否定されたとは私は思って

おりません。今おっしゃった三つの柱というのは、京丹波町の基本的なまちづくりの重要領

域だと私は考えております。 

　　今後も、このことについては、微動だにすることはございません。一層、町民の皆様方に

ご理解賜りますよう、浸透に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　冒頭から、大変お答えになりにくい質問となりましたことにつきまし

て、おわびを申し上げたいなというふうに思っておりますが、私は、例年、広報京丹波５月

号や６月の使送では町政懇談会冊子が配付されておりまして、また、開催当日は、町長の挨

拶に始まりまして、約２０分、ビデオ放映による町政の推進内容について、分かりやすく説

明があります。「未来へ　幸せつなぐまち」、町政は皆さんと考え、より効果的な施策を実
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施していくことが大切です。ご来場を心よりお待ちしていますと述べられておりまして、私

は、今町長から答弁いただきましたけども、大変悔しい思いを抱きましたので、この質問を

取り上げてまいりました。決して、町長のおっしゃったことに対して反論をするつもりは全

くございませんので、そのように理解を賜ればうれしいなというふうに思っております。 

　　先ほど伊藤議員からございましたけども、私も、今期、任期最終の質問に立っておりまし

て、お世話になっております傍聴の方がお見えになっておりまして、多少いつもよりかは声

が大きくなることについては、お許しを願いたいなと思っております。どうぞよろしくお願

いします。 

　　続きまして、次に、質問項目１の（２）でございます。 

　　地域の皆さんと町長が自由に意見を交わし、地域の将来像について話し合う「人のふれあ

いを感じる町」の大きな施策である道の駅「瑞穂の里・さらびき」大規模整備は、本町の地

域振興拠点としてのその役割は誰もが認める施設であり、さらなる関係人口や交流人口につ

なげるため必要不可欠な整備であると認識をいたしておりまして、参加された住民の皆様の

反応について、本当に注目をしておりました。各会場での質疑は、大変申し訳ないですが、

低調でございまして、特段の評価や意見もなく、とても残念な思いを抱きました。町長はど

のように受け止められ、どのような思いをされたのかについて、大変お聞きにくいことだと

思いますけれども、見解を伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　私に対して、随分ご配慮賜って、聞きにくい聞きにくいとおっしゃる

んですが、そう遠慮なさらずに、しっかりと聞いていただいたらありがたいと思っておると

ころでございます。 

　　ご案内のとおり、京丹波町には４つの道の駅がございます。京都府下２６市町村のうち、

４つもあるというのは京丹波町だけでございます。いずれも、本当によく健闘していただい

ております。この道の駅が京丹波町の活性化に大いに貢献してることは、疑わない事実であ

ろうと思っておるところでございます。本当に私はうれしく思っております。利用者の皆様

方からは、大変好評をいただいておりますし、各道の駅それぞれが個性を非常に発揮されて

おるということであります。町内外問わず、本町の道の駅のファンの方々が非常に多いと思

っておるところでございます。 

　　今回、道の駅「瑞穂の里・さらびき」の改修でございますけれども、非常に大規模改修に

なります。その財源確保に苦慮したところでございますが、国のご支援もございまして、何

とか財源確保することはできました。そういう中で、現在、事業を進めておるところでござ
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います。そういったことをしっかりと町民の皆様方にお伝えをいたしました。ですから、私

は、不安を感じておられないんじゃないかなと確信を持っているところでございます。 

　　これにつきまして、今後、この道の駅をどのように活性化に向けて展開していくか、夢と

希望、本当は参加なされた方々から積極的なそういうご意見も賜りたかったわけでございま

すが、比較的少なかったということは、私は、一定の理解が深まっていると解釈しておると

ころでございます。今後しっかり進めてまいりたいと考えております。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　答弁をいただきまして、ありがとうございます。 

　　もっと言っていただきたいことは、町長が足しげく上京をされまして、支援金の確保に奔

走されたことにつきましては、私たち議会の一員として、大変感謝をしておりますし、今後

につきましても、その方向で頑張ってやっていただきたい。このことをもう少し町民の皆様

にお伝えになる必要があったのではないかなというふうな思いをしながら、さらに、大変申

し訳ない。何度も申し上げますが、厳しい質問を申し上げたいというふうに思っております。 

　　次に、質問項目１の（３）でございます。 

　　本年は、任期最終年であります。町長就任以来の実績を主眼とし、さらなる高みを目指さ

れた今後の町政運営に対する意気込みを反映された施策に対する参加された住民の皆様の反

応について、見解をお伺いしたいというふうに思います。 

　　また、三つの柱、健やかで幸せな食の町、教育と子育ての町、人のふれあいを感じる町、

それぞれの施策で持続可能なまちづくりを目指し、安心安全に暮らせる町・選ばれる町へと

進化させたい。そのためには、次期町政も担いたいという強い思いが伝わる町政懇談会とさ

れることができたのでしょうか。見解をお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　今年度の町政懇談会では、冒頭の挨拶の中で、私が町政をお預かりし

てから進めてまいりました取組や成果について、触れさせていただいたところでございます。

私は、ぜひともそういったことをお伝えしたかったということであります。それについてご

理解も賜りたかったということでございますし、私は、一定、理解をしていただいたのでは

ないかと確信をいたしておるところでございます。 

　　そういったことを踏まえながら、次期町政のことについては明確には触れておりませんけ

れども、私は、積極的な意思として、そういう成果を述べる中で、次期町政についても、継

続することが必要なんだということをるる訴えさせていただいたことは事実でございます。

つまり、まちづくりへの私の信念、あるいは強い思いというのは伝わったんじゃないかなと
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思っておるところでございます。そのようにご理解ください。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　答弁ありがとうございます。 

　　私たち同志５人は、あるいは７人は、いつも畠中町政の是々非々で賛否をしておるつもり

でございます。今まで行ってまいりました培われた実績につきましては、何の疑念も持って

おりませんので、改めて申し上げておきたいというふうに思っております。 

　　出馬表明につきましては、３月定例会、６月定例会におきまして、それぞれ我がグループ

から出馬表明を早くしてほしいという形で申し上げておりましたけれども、８月１２日には

出馬表明記者会見を開催されまして、１期目で培われた健やかで幸せな食の町、教育と子育

てのまちづくり、そして、人のふれあいを感じるまちづくりの、３つの重点領域をさらに発

展させ、分かりやすい情報発信による行政の見える化の下、関係人口とともにつくる京丹波

構想を策定の上、京丹波町に若者を取り戻す、町民一人ひとりが将来に希望を持てる京丹波

町の実現に向けた明快で力強い会見には、報道各社より６人の記者が駆けつける注目される

会見となったところであります。各記者の鋭い質問によどみなく答えられ、私はまずは安堵

と大きな希望と、その実現に大きく期待をしております。 

　　その上で、質問項目１の（４）にまいりたいと思います。 

　　各会場におきまして、地域課題の改善要望や自治会役員の選考に対する意見などが多数提

起をされた会場がありましたが、意見交換時間が約３０分と時間制約があり、不満を唱える

方も散見されたところであります。次年度において、開始時間を３０分繰り上げるなど対策

が必要と考えますが、見解をお伺いします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　本質問に入るまでに、先ほどおっしゃいましたように、８月１２日に

立候補の表明をさせていただきました。会見を開いたところ、６社もの多くのメディアの方

がご参加賜り、また、多くの支援者の方も来ていただいてそういったことをできたこと、本

当にうれしく思っております。感謝申し上げます。 

　　町政懇談会の在り方でございますけれども、現在の会場方式をベースとしながら、時代や

状況において様々な工夫が必要であろうと思っておるところでございまして、おっしゃると

おり、私は、少し今までのやり方もベースにしながら、今後どのような持ち方がいいのか検

討するようにということを事務方に指示をしておるところでございます。一層、多くの方が

参加賜りますように工夫を凝らしながら、また、意見が出やすいような雰囲気を持ちながら、

それにはどうしたらいいか、今後しっかりと検討することが必要だろうと思っておるところ
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でございますし、また、私は、町政を推進する上で一番大事なことは、やっぱり町民の皆様

方との対話であろうということで思っておるところであります。本当に少しでも多くの皆様

方と意見が交わせる機会を確保することが非常に大事だろうと思っております。 

　　今後、「ふれあい懇談会」と称した出張懇談会も私はいといませんので、幾らでも声をか

けていただければ、私は赴きまして、積極的な対話をすることが大事であろうと思っており

ます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　ありがとうございました。 

　　以上で、質問項目、町政懇談会についての質疑を終了させていただきます。熱心な答弁あ

りがとうございました。 

　　次に、質問項目２、災害発生時の高齢者等要配慮者の避難について、４項目お伺いをいた

します。 

　　毎年９月１日は防災の日であります。９月１日を含む１週間は防災週間と定められ、８月

３０日から９月５日が防災週間とされております。防災の日と防災週間を含む９月は、防災

月間とも一般的にされています。改めて確認したい防災の基本について、理解をしておく必

要があろうと思っております。 

　　先日、町村議会議員研修会が開催をされまして、我が議会の梅原議長が京都府町村議長会

会長に就任をされまして、そのお披露目となる議長会主催の研修会でありました。平時の防

災と議員の役割と題して、跡見学園女子大学教授、鍵屋　一氏により、近年、地震や集中豪

雨、大型台風などによる災害が各地で発生していることから、平時、発災時、災害後に関し

て、議会や議員ができることを考え、地方議員の果たすべき役割について、平時からの防災

の心構えや災害時の的確な対応を理解し、災害前である平時における地域防災の取組や災害

直後の復旧・復興期における議員の役割について、事例を交じえた講義を受けました。発災

シーズンを前に時宜にかなった研修でございました。 

　　災害発生時の高齢者等要配慮者の避難につきまして、避難生活や福祉サービスへの支援を

拡充し、災害関連死を防ぐことを目的として、災害対策基本法等の一部を改正する法律が施

行され、災害救助法などが同時に改正をされたところであります。 

　　災害救助の関係者によりますと、日本の災害法制において歴史的な転換点が訪れた。災害

救助法における救助の種類として、福祉サービスの提供が新たに加わり、長年にわたり災害

現場で命と尊厳を守ろうとしてきた無数の福祉関係者の努力と、全国の災害経験から得られ
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た痛切な教訓がようやく形になった瞬間だとしております。そして、この改正の意味は、災

害時にも福祉が公的に必要な支援として認められ、高齢者、障害者、難病患者、子ども、外

国人など、支援を要する人々の尊厳が災害時にも守られるべきだという社会の意思表明であ

ると言われております。 

　　以下、４項目につきましてお伺いをします。 

　　質問項目２の（１）であります。 

　　今回の災害関連法改正では、避難生活の長期化に伴う健康問題からの災害関連死を防ぐた

め、高齢者等要配慮者への支援の必要性から、画一的な場所の支援から、個々の被災者の具

体的なニーズや生活状況、健康状態、家族構成などをきめ細かく把握をし、そして、それぞ

れに最適化された支援を届ける、人への支援へと、被災者一人ひとりの尊厳を守り、きめ細

やかなサポートを提供することで、誰一人取り残さない支援を目指すとされています。被災

者支援がどのように変わるのかについて、お伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　私は、７月末に、友好町である双葉町へ行かせていただきまして、双

葉町は、被災されてから１４年がたつんですけれども、今、双葉町へ帰還された住民の皆様

方は、２００人弱です。災害というものの恐ろしさ、すごさ、改めて感じた次第でございま

す。 

　　また、能登半島でも、いまだ完全復旧した状況とは言えないと聞いております。 

　　また、この夏、鹿児島県、熊本県では、大水害が発生いたしました。心からお見舞い申し

上げたいと思っております。 

　　こうした東日本大震災、あるいは能登半島地震などにおける被災者支援でありますけれど

も、避難所を中心とする、いわゆる場所を確保するんだということに重点が置かれて、そし

て、自宅や自家用車などでの生活を余儀なくされている、いわゆる人への支援というのが少

し二番手というか、そういう考え方があったのではないだろうかなと私は感じておるところ

でございます。いわゆる人を中心とした課題というのは、大きくクローズアップされてきた

のではないかなと思っているところでございます。 

　　８月３１日に宮津市で行われました、京都府総合防災訓練に私も参加をさせていただきま

した。その中で感じたことは、避難所の状況もつぶさに視察したわけでございますけれども、

以前とは本当に変わってきた。劇的に変わってまいりました。いわゆる大きな体育館で雑魚

寝をするという避難所ではないんです。被災者お一人おひとりの尊厳を重視する避難所にな

ってきたことを本当に実感しました。本当にきめ細やかなものでありますし、これはもっと
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もっと進化していくのではないかなと思っております。 

　　今回の災害救助法の改正によりまして、国が費用負担する救助の範囲に、福祉サービスの

提供というのが位置づけられまして、避難所だけにとどまらない在宅避難者の皆様方、そし

て、被災されたあらゆる要配慮者への支援が法律に明記されることとなりまして、速やかな

被災者支援が可能となると考えております。 

　　そういったことで、今後とも、私たちの町も、しっかりとした対応をしなければならない

と感じた次第でございます。 

○議長（梅原好範君）　所管課、追加の答弁ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　ありがとうございます。 

　　双葉町の状態、あるいは京都府の防災訓練が宮津で行われたその状態をつぶさに報告をい

ただきまして、町長から今はっきりとした答えをいただきまして、今後、我が町の誰一人取

り残さない防災体制の構築につきまして、ぜひともお願いしたいというふうに思っておりま

すが、災害対策に対する基本理念、法第２条の２関係でありますが、平時から災害が発生し

た際のことを想定しまして、どのような被害が発生しても対応できるよう、復旧・復興に資

するソフト的対策を事前に準備しておく「復興事前準備」などの取組が、被災後の職員の負

担軽減、復旧・復興までの時間短縮、より充実した復旧・復興の実現等のために大変重要で

ある。また、各地方公共団体において、災害時にどのような対応が、どのような時期に生じ

るのかを把握・整理し、どのような手順で復旧・復興を実施するかを整理・検討した上で、

平時から災害が発生した際のことを想定した取組を一層推進し、積極的に取り組むことが望

ましいと理念に書かれております。平時の対応について十分な検討をお願いをいたしまして、

次に、質問項目２の（２）であります。 

　　改正災害救助法に追加された福祉サービスの提供の具体的な活動内容と、被災者支援がど

のように変わるのかについてお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　今回改正されました災害救助法で追加をされました福祉サー

ビスの提供は、高齢者、障害者、乳幼児など、避難所へ避難されている被災者に限らず、災

害時に避難生活において配慮を要する、あらゆる人に対して行われる福祉サービス全般であ

るとされておりまして、具体的には、被災市町村の職員や福祉関係職員による避難者の情報

の把握、避難者への支援に関する情報の提供、避難所への誘導となっております。 
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　　また、今回の改正のきっかけの一つであります在宅避難者の発生の原因としまして、災害

時要配慮者が避難所へ避難することや、避難所での生活を継続することが困難であることも

指摘をされておりまして、福祉避難所の運用改善につきましても、今後、関係者と協議しな

がら進める必要があると考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　答弁を賜り、ありがとうございます。 

　　今、原澤課長から答弁を賜りました。要支援者のリスト、個人情報の関係がございますが、

担当者間で十分なリストを作成し、一旦緩急の際に十分な連絡体制が取れる体制になってお

るのかについて、関連で質問をしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　災害時の要配慮者の名簿、いわゆる台帳につきましては、毎

年更新、また、３年に１回の更新で情報を把握しておりまして、民生委員さんはじめ、福祉

の関係の皆様と情報を共有しているという状況でございます。また、一部の防災関係者にも

情報を提供いたしまして、情報の共有を図っているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　ありがとうございます。 

　　いろんな自然災害には消防団員の活動と協力が欠かせない。消防団員に対する情報共有、

その他についても連携、それらは取れておるのかについて、関連でもう一度お伺いします。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　さきのリストにつきましては、区長様をはじめ、それから消防団

等についても一定共有はさせていただいております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　ありがとうございます。 

　　十分にできておるという答弁でございました。 

　　次に、質問項目２の（３）にまいります。 

　　今回の災害対策基本法及び災害救助法の改正は、国や自治体の防災体制を強化するだけで

なく、私たち住民一人ひとりの防災意識や行動、そして、地域コミュニティの在り方にも影

響を与えると言われておりますが、具体的にどのような変化があり、私たちはどう対応すべ
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きかについて、具体的に教示ができますれば、内容をお伺いしたいと思っております。よろ

しくお願いします。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　先ほど来、出ておりますように、法改正によりまして、場所から

人、避難所から避難者等への支援に考え方が転換されたことに伴いまして、被災者個々の状

況に応じた生活環境の支援、支えが必要となることが想定されております。したがいまして、

行政や関係機関、ボランティア、地域住民の皆さんが連携をいただきまして、対応強化を目

指すものというふうに理解をしております。 

　　住民の方につきましては、日頃からの住民意識の向上に努めていただくということが最も

大切かなというふうに考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　ありがとうございます。 

　　次に、質問項目２の（４）にまいります。 

　　災害を他人事と捉えず、自分たちの問題として考え、常に最新の情報に関心を持ち、家庭

で、地域で、職場で、できることから防災・減災への取組の必要性を周知する必要があると

考えておりますが、見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　予測ができない災害等への対策に関しましては、町民の皆様一人

ひとりが自分自身の身を守る行動を常に意識をしていただくということと、それから、地域

ぐるみで防災・減災に備える必要があると考えております。 

　　昨年度から実施をしております京丹波あんしんアプリを活用いたしました、先日も９月１

日に実施をさせていただきましたが、緊急情報配信訓練では、緊急時の情報が適切に受信で

きることを確認いただくなど、防災意識の向上につながるよう、今後も継続して実施をして

まいりたいというふうに考えております。 

　　さらに、本年度より各区を「みなし自主防災組織」と位置づけまして、一次避難所の開設

や運営を自主的に対応いただくこととしておりまして、備蓄物資等の購入に対しまして補助

制度を拡充したところでございます。共助の取組支援につながり、支援をさらに強化してい

くことによりまして、京丹波町ならではの防災体制づくり、防災・減災に対する意識の向上

が図られていくものと考えております。 

　　以上でございます。 
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○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　ありがとうございます。 

　　十分な対策をされておるという答弁でございましたが、町政懇談会でも私、びっくりした

ことがございます。井尻地域でございますけれども、どうもドコモの通信状態が悪いという

ようなことでございまして、京丹波あんしんアプリの十分な認知ができないというようなこ

と、町長もびっくりされておるといった現実がございますので、今、田中総務課長、答弁い

ただきましたけれども、もう一度その辺りのことを十分に察知をしていただく必要があるん

じゃないかということを申し上げまして、災害への備えが必要だと思っても、何から手をつ

けたらよいのか分からず、結局、何の準備も対策もしないままとなることが多くなりがちで

あります。１００％の防災を目指すのではなく、まずは安全な避難、家具に下敷きにならな

いこと、１週間分のトイレなど、できることから準備や対策をすることが必要であります。

避難を遅くする、過去の経験から大丈夫ではなく、防災に対する日頃の備えを見直し、地域

社会との連携を深め、将来起こり得る大規模災害から自分自身と大切な人の命や暮らしを守

るために、他人事と捉えず、自分たちの問題として考え、常に最新の情報に関心を持ち、家

庭で、地域で、職場で、できることから防災・減災への取組の必要性を周知する必要がある

と思っております。見解があるようでございましたら、お伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　今、議員がまさにおっしゃったことを実践していくべきというふ

うに考えておりますので、今後とも検討してまいりたいというふうに考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　最後に、質問項目３でございます。 

　　和知地区京丹波町立小中学校のあり方検討委員会について、４点お伺いをいたします。 

　　和知地区小中一貫教育の導入につきましては、今まで幾度の質問をしてまいりました。地

域とともに歩む学校づくりを推進し、保護者と地域の思いを踏まえた学校のあり方検討委員

会が設置され、このほど第１回が開催をされております。和知小学校だより「郷土に育ち　

未来を創る　和知の子ども」においても周知がされております。 

　　質問項目３の（１）委員は、学識経験、保護者代表、和知地区区長会代表者など１０人で

構成されまして、委員の任期は委嘱された日から令和８年３月３１日をもって効力を失うと

なっております。開催回数によらず、任期終了までに一定の結論を得ることなのかについて、

お伺いをいたします。 
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○議長（梅原好範君）　四方学校教育課長。 

○学校教育課長（四方妃佐子君）　本年度内に、検討委員会としての考え方を整理していただ

き、答申していただくようにお願いをしております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　質問項目３の（２）にまいりたいと思います。 

　　子どもの成長や発達、地域社会の未来など、持続可能な学校と地域づくりについて、どの

ような方向を求められているのか。また、自然から学ぶ、地域の活動から学ぶ、学校を地域

に開放し、地域に守られた安全な学校にするには何が必要なのかについてお伺いをいたしま

す。 

○議長（梅原好範君）　質問項目が抜けてますので、順序を変えて、次にされたらいかがです

か。 

　　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　児童生徒の確かな学びを実現するためには、地域の自然、伝統文化

などのよさを生かし、地域の皆さんに支えられることが必要であるというふうに考えており

ます。 

　　小学校段階では、地域のよさを生かした多様な体験活動をすることが特に重要であるとい

うふうに考えております。 

　　また、中学校段階では、地域の課題に目を向けた探求的な学びにより、学校での教科学習

をさらに深化をさせ、地域の次代の担い手を育成することにつながるものと期待をしており

ます。 

　　そのために、現在、学校運営協議会と地域学校協働活動を一体的に進める京丹波町版コミ

ュニティスクールに取り組んでおります。特に、和知小学校では、うらら会による極めて充

実した取組がなされております。 

　　こうした学校と地域の協働した取組が、地域づくりにも役立つのではないかというふうに

考えております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　大変失礼をしました。質問項目３の（２）に戻らせていただきます。 

　　あり方検討委員会の会議において、特徴的な意見や見解はなかったのでしょうか、お伺い

をいたします。 
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○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　検討委員会は、これまで２回開催をされております。 

　　７月１７日の第１回検討委員会では、諮問の趣旨、諮問に至る経過、現在の和知小中学校

の現状について説明をさせていただき、情報共有を図っていただきました。 

　　８月２２日の第２回検討委員会では、和知地区の実情を踏まえ、小中一貫教育を導入した

場合とそれ以外の方法を取った場合のメリット・デメリットについて、ワークショップの形

式で協議をされました。 

　　その協議での特徴的な意見としては、現状の小中連携によるきめ細やかな取組や、地域の

伝統文化を学校教育で学ぶことを評価する意見が多数出されました。同時に、中学校での部

活動など、選択肢が少ないことも課題として出されました。 

　　こうした課題に対し、小中一貫教育のよさを取り入れつつ、町内の他の中学校との連携教

育を進めることにより、デメリットの軽減が図られるのではないかという意見も出されまし

た。 

　　次回以降の検討委員会で、これらの協議を基に、児童生徒の学びを保障し、地域との関わ

りにとっても望ましい学校の在り方について、さらに協議を深めていただくのではないかと

いうふうに期待をしております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　ありがとうございました。 

　　質問項目３の（４）にまいりたいというふうに思っております。 

　　今も教育長から答弁を丁寧にいただきまして、委員会の中における特徴的な意見について

お伺いをしたところでございますけれども、子どもの夢を育て、子どもの世界を広げる、こ

んな学校があったらいいなと選択される学校になるには何が必要なのかについて、お伺いを

したいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　児童生徒の持っています可能性を最大限に引き出せる学校、今、議

員からもありましたように、行きたい学校、行かせたい学校、こうした学校を実現するには、

まずは、保護者や地域の皆さんの願いをしっかり聞くことが大事だろうというふうに考えて

おります。 

　　そのため、現在、検討委員会で、保護者や地域の皆様にしっかり議論いただき、声を聞か

せていただきたいなと思っております。 
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　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　隅山君。 

○７番（隅山卓夫君）　ありがとうございます。 

　　検討委員会の成功を心からお祈りすると同時に、期待をいたしまして、今、教育長から答

弁もらいました、今後の検討委員会の成り行きに注目をしてまいりたいというふうに思って

おりますが、和知地区小中一貫教育の推進につきましては、町長はじめ、松本教育長には、

大変ご尽力をいただきました。大変ありがとうございました。その上で、地域とともに歩む

学校づくりを推進し、保護者と地域の思いを踏まえた学校のあり方検討委員会を設置されま

した。その意義と今後の進め方について期待をしております。本町ならではの教育に取り組

み、地域の課題をテーマとした探求的な学びや課題解決、学力と自らのよさに気づく非認知

能力の育成を目指すとされておりまして、大きく前進しましたことに感謝をしております。

ありがとうございました。 

　　以上で、私の本定例会におけます一般質問を終了させていただきます。 

　　熱心な答弁に感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

○議長（梅原好範君）　これで、隅山卓夫君の一般質問を終わります。 

　　これより暫時休憩に入ります。再開は１０時４５分とします。 

休憩　午前１０時３１分 

再開　午前１０時４５分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

　　次に、松村英樹君の発言を許可します。 

　　１１番、松村英樹君。 

○１１番（松村英樹君）　議席番号１１番、公明党の松村英樹です。 

　　ただいま、議長の許可を得ましたので、令和７年第３回定例会におきまして、通告書に従

い一般質問をさせていただきます。 

　　質問事項につきましては、１、デジタル地域通貨の活性化について、２、京丹波町共同作

業所について、３、マイナ救急の周知・徹底について、４、手話言語及び障害者コミュニケ

ーション条例の制定について、以上、４点について質問いたします。 

　　畠中町長におかれましては、誠意ある答弁をよろしくお願いいたします。 

　　まず初めに、１点目に、デジタル地域通貨の活性化について質問をいたします。 

　　デジタル地域通貨は、地域経済の活性化やキャッシュレス決済の推進、そして、地域コミ

ュニティの活性化を目的に、全国で約１２０の自治体が導入しています。特定の地域でのみ
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利用するため、地域内での消費を促し、地域経済の活性化につながります。また、スマート

フォンのアプリで手軽にキャッシュレス決済ができるため、利用者の利便性の向上にもつな

がります。 

　　本町においても、町内店舗の利用を促進し、効果的に集客力を高め、町内の経済の活性化

や地域コミュニティの活性化などを目的に、京丹波ＧＲＥＥＮ　Ｐａｙを導入し、２０２５

年６月２日から運用を開始されています。 

　　（１）直近の京丹波ＧＲＥＥＮ　Ｐａｙ登録者数と利用者数及び加盟店舗数をお伺いいた

します。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 

○企画情報課長（堀　友輔君）　８月３１日時点の登録者数は４２７人で、利用者数は２２８

人となっております。 

　　加盟店舗数につきましては７３店舗でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　ただいま、登録者数４２７人、利用者数２２８人、加盟店舗数７３件とお聞きいたしまし

た。 

　　次に、（２）現金をチャージできる場所が本町の企画情報課、瑞穂支所、和知支所、道の

駅「京丹波　味夢の里」、山下秀製菓の５か所となっております。もう少し増やしてほしい

とのお声を聞いていますが、拡大する考えはないかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 

○企画情報課長（堀　友輔君）　利用者の利便性からも、チャージ場所を増やす取組が必要と

いうふうに考えております。 

　　加盟店の増加と併せまして、取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　住民の方からたくさんのお声を聞いてまして、近くにもチャージす

るところがもう少したくさんあったらいいなというお声を聞いていますので、ぜひとも今後

増やしていただきたいと思います。 

　　次、（３）加盟店舗数の登録促進について、どのような対策をされているのかお伺いいた

します。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 
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○町長（畠中源一君）　デジタル地域通貨、地域内経済を活性化させるためには、どうしても

これをもっともっと浸透させなければならないと思っております。そのために、加盟店舗を

増加させるということは非常に大事なことであります。事業の趣旨の浸透、また、ほかのキ

ャッシュレスとの差別化、そして、分かりやすい説明が本当に必要だろうと思っております。 

　　引き続きまして、店舗向けのキャンペーンも用意する中で、店舗を訪問するなどいたしま

して、増加に向けて積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　ただいま、町長の答弁をいただきまして、積極的に加盟店を増やしていただくということ

でお聞きしました。今後、まだまだ加盟店に入られてない店舗もありますので、また推進の

ほうよろしくお願いしたいと思います。 

　　次、（４）スマートフォンをお持ちでない方にカードを配布しているとのことですが、配

布枚数をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 

○企画情報課長（堀　友輔君）　カードにつきましては、７月４日から配布を開始しておりま

して、現時点で７枚でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　７月４日から７枚ということで、大変少ないように感じますので、また、カードの配布に

つきましても、推進をお願いしたいと思います。 

　　（５）利用を促進するため、地域公共交通である町営バスの支払いに京丹波ＧＲＥＥＮ　

Ｐａｙが利用できるになりました。今後、中京交通バス園福線や予約型乗合タクシーの支払

いにも京丹波ＧＲＥＥＮ　Ｐａｙが利用できるようにする考えはないかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　中京交通につきましては、町外のみの区間を利用される場合もありま

すので、導入にはいろんな調整が必要だろうと考えておるところであります。 

　　しかし、一方、町内での取組でございますけれども、８月１日から町営バスでの利用を開

始したところでございます。 

　　今後、町が関わる予約型乗合タクシーでの利用など、様々な利用方法を前向きに検討して

まいりたいと思っております。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 
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○１１番（松村英樹君）　次に、（６）に行きます。 

　　住民税や固定資産税、また、軽自動車税などの支払いに京丹波ＧＲＥＥＮ　Ｐａｙを利用

できるようにする考えはないかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　これも、関係法令との調整もしなければならない事項もたくさんござ

いますので、しかし、そういったこともクリアしながら、公共料金の支払いに拡大する必要

があろうと思っております。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　公共の税とか大変難しいように思いますけども、キャッシュレスで

支払いもできるようになってますので、またこの辺も検討もお願いしたいと思います。 

　　（７）地域経済の活性化やコミュニティの活性化を図るため、中長期的な事業の運営を継

続する必要があります。スタートキャンペーンとして、６月２日から８月３１日までの期間、

チャージ金額の１０％のポイント還元、１人当たり上限２，０００ポイントが付与されるキ

ャンペーンが実施されていました。住民の方に京丹波ＧＲＥＥＮ　Ｐａｙの魅力を実感して

いただき、利用促進につなげていけるよう、定期的にポイントの還元や期間限定のキャンペ

ーンなどを実施する考えはないか見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　６月からの運用開始後、初期登録キャンペーンとして、８月末までを

期間としたポイント還元を行ってまいったところであります。 

　　今後も、登録者の増加、あるいは利用の継続等を後押しするキャンペーンがぜひ必要であ

ろうと考えております。 

　　地域通貨コンソーシアムの中で有効な取組を検討していただいて、長期的な計画により積

極的に取り組んでいきたいと思っております。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　グリーンキャンペーンのホームページを見させてもらいますと、第二弾のキャンペーンと

して、９月１日から３０日までの期間、１回２，０００円以上チャージをした方を対象に、

抽せんで総額３５万円のポイントが当たる大抽せん会キャンペーンを実施されております。

町合併２０周年記念事業に関連したキャンペーンなど、デジタル地域通貨である京丹波ＧＲ

ＥＥＮ　Ｐａｙの持続可能な運用を目指し、住民の方の利便性の向上や経済の活性化につな

がる取組を今後とも継続していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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　　次に、２点目、京丹波町共同作業所について、質問をいたします。 

　　共同作業所は、障害のある方が地域社会で働きたい、自立した生活を送りたいという願い

をかなえるために、生活介護や就労継続支援Ａ型、また、Ｂ型の事業を通じ、必要な知識や

能力の向上を支援されています。 

　　京丹波町においては、社会福祉協議会が運営されており、丹波・瑞穂・和知の３つの事業

所があります。本町では、就労継続支援Ａ型はないとお聞きしました。 

　　（１）３つの事業所のそれぞれの利用者数及び生活介護または就労継続支援Ｂ型のそれぞ

れの利用者数をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　令和７年８月１日現在、丹波本所では２２名の利用者があり、

内訳は、生活介護５名、就労継続支援Ｂ型が１７名でございます。 

　　瑞穂支所は１６名の利用者があり、内訳は、生活介護３名、就労継続支援Ｂ型が１３名で

ございます。 

　　和知支所は１５名の利用者があり、内訳は、生活介護４名、就労継続支援Ｂ型が１１名、

３か所の合計で５３名の方が利用されています。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございました。 

　　ただいま、それぞれ３支所の利用者の方の人数をお伺いしました。合計で５３名というこ

とでお伺いいたしました。 

　　（２）１日の作業時間（実働時間）は何時から何時までか、また、１か月の作業日数につ

いてお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　作業時間は午前１０時から午後３時２０分までで、このうち

実働の時間は４時間となっております。 

　　また、１か月の作業日数は、利用者によって異なりますが、土曜日、日曜日、祝日と年末

年始を除く平日が共同作業所の開所日となっております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　ただいま、１日の作業時間が１０時から１５時２０分、大体、平均４時間ということで、
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利用者によって変わりますが、祝祭日を除いて平日ということで今お教えいただきました。

ありがとうございます。 

　　（３）共同作業所には、資源回収作業や農作業、下請作業や自主製品の製作などの作業が

あるとお聞きしております。生活介護、就労継続支援Ｂ型の工賃は幾らか、また、時給及び

日額についてお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　生活介護、就労継続支援Ｂ型ともに１日の工賃は６００円で、

時間当たりの工賃は１５０円となります。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　工賃６００円、時給にすると１５０円ということで、大変賃金が低いと私は思っておりま

す。 

　　（４）共同作業所を利用される場合、１か月の負担額は幾らかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　利用者負担につきましては、世帯の住民税課税状況によって

異なりまして、非課税世帯に属する利用者は負担がございません。 

　　利用者５３名のうち、３名が課税世帯に属されておりまして、１か月当たり９，３００円

または３万７，２００円を上限に負担をされております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　（５）に行きます。 

　　課税世帯の方が作業所を利用される場合には、月額９，３００円または３万７，２００円

ということで利用料がかかるとお聞きしております。昼食代は原則として実費負担となって

おります。 

　　そこで、利用者の負担軽減のため、昼食代、例えば弁当代などを町独自で支援する考えは

ないかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　中川健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中川　豊君）　京丹波町共同作業所以外の事業所で、生活介護や就労継続支

援Ｂ型のサービスを受けておられる方もございますので、特定の事業所に限定した支援は現

在のところ困難というふうに考えておりますので、ご理解いただきますようにお願いいたし
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ます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　負担軽減のため、町独自というのはなかなか難しいとお聞きいたし

ますが、作業に行かれて、１日工賃６００円いただいて、弁当代を５００円払ったら何も残

らないという声をお聞きしております。私も、一般質問をさせてもらったのが、住民の方の

お声を聞かせていただいて、１日４時間ほどで６００円いただいて、弁当を頼んだら５００

円要ると。ご飯だけ持っていけばそれ以上にはなりませんけども、残りがほとんどありませ

んというお声をお聞きいたしまして、一般質問に出させていただきました。厳しいようです

けども、何とか町のほうで１００円なり１５０円でも結構ですので、全額５００円というの

は大変難しいと思いますけども、その一部を補助していただけるようなことができないか、

またぜひ検討をお願いしたいと思います。 

　　３点目に、マイナ救急の周知・徹底について、質問いたします。 

　　マイナ救急とは、総務省消防庁が救急業務の円滑化を目的として全国展開を進めている事

業であります。健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード（マイナ保険証）を利用し、

その情報を救急隊の方がカードリーダーを利用し読み取ることで、受診歴や服薬情報などを

救急隊員が正確に知ることができ、傷病者の負担軽減や迅速な病院の選定などが期待されて

おります。 

　　ただし、この事業は、傷病者の同意を基本としていることから、同意が得られない場合や

マイナ保険証をお持ちでない方や健康保険証を利用登録されていない方については、通常ど

おりの方法で搬送先医療機関の選定が行われるそうです。 

　　マイナ救急は、２０２２年度から実証実験が行われており、来年度から本格運用される予

定であります。 

　　（１）本町において、マイナ保険証の利用登録者数をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　大西住民課長。 

○住民課長（大西義弘君）　町で把握しております国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療

保険被保険者の本年４月末時点の数値になりますが、国民健康保険では、被保険者数が２，

８３９人に対しまして、マイナ保険証の利用登録をされているのが１，８５４人でございま

す。 

　　また、後期高齢者医療保険では、被保険者数３，３１３人に対しまして、利用登録をされ

ているのが２，１５５人でございます。 

　　以上です。 
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○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　ただいま、マイナ保険証の利用登録、また、国保の登録人数をお聞きいたしました。 

　　（２）マイナ救急について、住民の方へ周知・徹底が必要であると考えます。どのように

周知しているのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　松山総務部長。 

○総務部長（松山征義君）　マイナ救急につきましては、令和７年度から京都中部広域消防組

合においても実証実験に参加をされているということでございます。 

　　事業の周知に関しましては、京都中部広域消防組合が令和７年６月１日に発行されました

広報誌「あんしんダイヤル１１９」にて掲載をされておりまして、６月の行政文書配送にお

いて町内においても全戸配布することで、広く周知を図られているところでございます。 

　　今後におきましても、関係機関から周知に関する依頼などがありました際には、町といた

しましても広報活動に協力をしてまいる所存でございます。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　（３）に移ります。 

　　マイナ救急の制度やメリット、利用方法などについて、住民の方に周知する必要があると

考えます。 

　　また、マイナンバーカードに健康保険証のひもづけをされていても、利用登録の方法が分

からないとのお声を聞いています。 

　　そこで、マイナ救急の制度やマイナンバーカードを活用した健康保険証の利用登録の方法

などを住民の方に知っていただくことが大切だと思います。病院の窓口に設置してある顔認

証付きカードリーダーの横に利用方法や文字やイラストで表したボードなどを設置し、住民

の方に周知する考えはないかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　中野医療政策課長。 

○医療政策課長（中野竜二君）　京丹波町病院では、窓口の顔認証付きカードリーダーの横に、

ご提案のような利用方法を周知するパンフレット等を用意しております。 

　　そのほか、日中は窓口職員、夜間は当直職員によりカードリーダーに不慣れな患者様には

利用のお手伝いをして、普及の一助になる取組を行っております。 

　　今後におきましても、病院等の窓口ではマイナ救急のことも含め、職員により利用方法の

丁寧な対応をしてまいります。 
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　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　私も、この通告書を出してから見に行かせていただいて、京丹波町病院の窓口にはボード

が設置されていました。ありがとうございます。 

　　大切な命を守るためにマイナ救急について、住民の方に分かりやすく知っていただくため

の対策を、また、広報紙やケーブルテレビなども活用していただいて、周知・徹底を図るよ

う前向きに検討していただきたいと思っております。 

　　次に、４点目です。 

　　手話言語及び障害者コミュニケーション条例の制定について、質問いたします。 

　　全ての住民の方がお互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら、自分らしく豊かに暮ら

すことができる地域社会を構築するために、聴覚障害のある方のコミュニケーション手段で

ある手話を言語として認識するとともに、障害のある方が必要とする多様なコミュニケーシ

ョン手段を促進することが大切であると考えます。 

　　手話言語条例とは、手話を音声言語と同様の言語と位置づけ、その認識を多くの住民の方

に知っていただき、聴覚に障害のある方が手話で円滑にコミュニケーションが取れるように、

自治体が行うべき取組を定めた条例であります。手話の学習機会の提供や手話通訳者の派遣、

啓発活動などを通じ、手話が使いやすい環境整備を推進するために、多くの自治体が条例を

制定してます。 

　　（１）本町において、聴覚障害のある方は、中途失聴の方も含み、人数は何人かお伺いい

たします。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）身体障害者手帳を交付している方のうち、聴覚障害がある在住

者につきましては、９０名と把握しております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　ただいま、９０名とお聞きいたしました。 

　　（２）本町における手話の普及啓発について、どのような対策を講じているのかお伺いい

たします。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 
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○福祉支援課長（原澤　洋君）　南丹市と共同でふない聴覚言語障害センターに委託しまして、

手話教室の入門と基礎の講座を開設しております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　次、３番目に行きます。 

　　聴覚に障害のある方が、緊急情報を受け取ったり周囲の状況を理解するため、手話は命を

守るための重要な情報手段となります。災害時などにおける手話での情報発信の必要性につ

いて、町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　先ほど答弁させていただきましたけど、８月３１日に宮津市で行われ

ました京都府総合防災訓練に参加させていただいて、避難所等の状況もつぶさに視察をさせ

ていただきました。非常にきめ細かい対応がされていることを実感したところでございます。 

　　その中で、当事者団体との面談におきまして、特に避難所における情報の把握なり、被災

者への支援情報の入手に不安を感じておられるということを聞かせていただいておるところ

であります。 

　　手話を言語とされる方にとりましては、手話による情報の入手というのは、緊張とか不安

が極度に高まる災害時、緊急時におきまして、平常時と比較できないほどに重要になるので

はないかと考えておるところでございます。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　聴覚に障害のある方が不安を感じることがないように、安心して情報が得られる共生社会

の実現につなげることが大切だと思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

　　（４）手話通訳者の育成を図るため、京丹波町と南丹市が合同で、手話奉仕員養成事業と

して手話教室・入門を開催しております。過去３年間の本町の受講者は何人おられるのかお

伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　京丹波町の在住、在勤者で手話教室・入門を受講された方に

つきましては、令和５年度に６名、令和６年度に３名、令和７年度に３名となっております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 
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○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　次、（５）に移ります。 

　　全ての人がお互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら、自分らしく豊かに暮らすこと

ができる地域社会を構築するために、多様なコミュニケーション手段の利用を促進すること

が大切です。本町において、要約筆記や点字、音読などの多様なコミュニケーション手段の

利用促進について、どのような対策を取り組んでいるのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　中川健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中川　豊君）　要約筆記につきましては、ふない聴覚言語障害センターへの

委託事業としまして、要約筆記者の派遣、あるいは要約筆記者養成講座を実施しておりまし

て、講演会等では聴覚障害者だけでなく、多くの方を対象とする情報保障の手段の１つとし

ております。 

　　利用促進につきましては、それぞれ催しを開催されます主催者の方に、それぞれの役割の

配置について広報等、啓発を進めてまいりたいと考えております。 

　　なお、点字につきましては、町として実施している特段の施策がないところでございます。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）ありがとうございます。 

　　次に、（６）に移ります。 

　　災害時には、正確な情報が命を守るために必要不可欠です。聴覚に障害のある方の中には、

文字放送だけでは理解が難しい方や手話のほうが早く情報を受け取れる方もあります。 

　　そこで、災害時に聴覚に障害のある方に、情報を素早く確実に届けるためにケーブルテレ

ビや文字放送だけではなく、手話で放映する考えはないかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　災害時の情報伝達につきましては、現状、町が運営しております

京丹波あんしんアプリでありましたり、テレビの１１チャンネルを活用いたしましたデータ

放送並びに文字放送を中心に、情報伝達を行わせていただいております。 

　　災害時におけます手話放送につきましては、災害対応の中で確保していくことは現実的に

難しいと考えておりまして、要支援者個人への個別対応でありましたり、平時の番組制作の

検討の中などで対応していきたいというふうに考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 
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○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　なかなか大変難しいこととお聞きしましたけども、今後、ケーブルテレビなどで文字放送

だけでなく、できれば手話の放送も検討していただけたらと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

　　（７）人と人とが関わり合い、お互いの思いを伝え合うことにより社会は成り立っており、

そのためにコミュニケーションが必要です。自分の意思や要求をうまく伝えることができな

い障害のある方が、絵や文字が書かれているボードを指さすことで、自分の意思を伝えるこ

とができる多様なコミュニケーションボードを本庁舎や支所の窓口に設置する考えはないか

お伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　中川健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中川　豊君）　現在、窓口では、筆談用の磁気ボード、あるいは音声を文字

化する機器等の導入を行っておりますけれども、それぞれのニーズがございますので、それ

ぞれ課題等々も見受けられるところでございます。 

　　ご質問にありますコミュニケーションボードにつきましては、来庁者が選択できる手段の

１つとして有効であると考えております。他市町村の導入の事例もあることから、設置を検

討していきたいというふうに考えております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）ありがとうございます。 

　　他市町村も、まだ私も把握できてませんので、どの辺があるか分かりませんけども、今後

またボードを設置いただけたらうれしく思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思い

ます。 

　　（８）全ての人がお互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら、自分らしく豊かに暮ら

すことができる地域社会を構築するために、多くの自治体が手話言語及び障害者コミュニケ

ーション条例などを制定しております。京都府下においても、京都市、亀岡市、福知山市、

城陽市など、１１市２町の多くの自治体が条例を制定されております。 

　　こちらにありますけども、亀岡市の手話言語及び障害者コミュニケーション条例となって

おります。私、ちょっと中身を見とったんですけども、条例の中では、それぞれの役割とか、

絵とか全部書いてありまして、条例の役割、また、多様なコミュニケーションの手段は何と

かというようにしてイラストなどをいっぱい使われまして、コミュニケーション条例がつく

られております。亀岡市の条例ですので、また参考にしていただけたらうれしいと思います。 
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　　そこで、本町においても、手話言語に対する理解の促進、普及及び障害のある方のコミュ

ニケーション手段の利用促進を図るため、手話言語及び障害者コミュニケーション条例の制

定をするべきと考えますが、町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　手話言語条例でありますが、手話の言語としての位置づけを確認し、

そしてその普及、習得など、施策の推進、あるいは各主体の責務や役割を定めまして、手話

に対する関心を高め、理解を深めるということを目的に制定されると認識をいたしておると

ころでございます。 

　　手話言語条例及び障害者コミュニケーション条例は、手話をはじめとする多様な情報伝達

手段の存在を認め合うという、強いメッセージを発信することにつながり、共生社会の実現

に向けて、大変重要で意義があると認識をしておりますけれども、条例の制定につきまして

は、今後、研究とか議論が必要だと思っております。 

○議長（梅原好範君）　松村君。 

○１１番（松村英樹君）　ありがとうございます。 

　　全ての人がお互いの人格と個性を尊重し、支え合いながら、自分らしく暮らすことができ

る地域社会の実現に向け、住民の方の切実な声を受け止め、政策が実現できますよう、ぜひ

とも前向きに検討していただくことを願いまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（梅原好範君）　これで、松村英樹君の一般質問を終わります。 

　　次に、西山芳明君の発言を許可します。 

　　６番、西山芳明君。 

○６番（西山芳明君）　議席番号６番、西山芳明でございます。 

　　ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、令和７年第３回定例会におきます

私の一般質問を通告書に従い行いたいと思います。 

　　今回は、１、持続可能なまちづくりへの取組について、畠中町長と松本教育長に、２、熊

及び鹿の被害対策について、畠中町長に、３、放課後児童クラブの現状と課題について、松

本教育長に、以上、３項目について質問を行わせていただきます。 

　　まず、１項目めでございます。畠中町長並びに松本教育長に、持続可能なまちづくりへの

取組について、お伺いをしたいと思います。 

　　先ほども隅山議員のほうからご質問がございましたけども、今年度も、町内１２か所にお

きまして町政懇談会を開催され、今年の町政懇談会のサブテーマは、「未来へ　幸せつなぐ

まち」として、健やかで幸せな食の町、教育と子育ての町、人のふれあいを感じる町の三本
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柱を基に、まちづくりについて熱く語られていたのが印象的でありました。 

　　また、８月１２日には、次期町長選にも引き続きチャレンジする正式表明もされたところ

でありまして、継続したまちづくりに向けて、さらに前進していく強い意思を示されたこと

に、改めて敬意と大いなる期待を寄せているところでございます。 

　　その中で、町長は、今後、持続可能なまちづくりのため、この先１０年間において１万人

の関係人口をつくる、１００億円の外部資金を導入する、１００件の成長プロジェクトを創

出するという、３つの挑戦目標を掲げておられます。 

　　そこで、これら３つの目標実現に向けた取組を進められる上での考え方や具体策につきま

して畠中町長に、また、教育に関連した質問もありますことから、松本教育長にもお伺いさ

せていただきたいと思います。 

　　まず、１点目でございます。 

　　まちづくりの基本は、何と言っても定住人口の確保であろうと考えております。もちろん、

関係人口の創出や２拠点生活者の住民登録の確保は、一定の人口対策になることは十分に理

解をしております。しかし、先ほども防災の関係でもご質問がございましたけども、実際に

地域コミュニティや共助といったふだんの町を維持していくための核となるのは、やはり町

内に定住し、日々生活を営んでいる町民一人ひとりの存在なくして立ち行かないのは明らか

であると考えております。 

　　本町が合併いたしました２０年前の２００５年（平成１７年）当時の人口は、１万６，８

９３人でございました。令和７年７月末現在の住民基本台帳によりますと１万２，１８９人

と、この２０年間で実に４，７００人強の減少となりました。もちろん、我が国全体の人口

が今や１億２，０００万人を切ったとも言われているように、減少に向かっている事実から

も、本町の人口減少は当然とは言えますものの、第２次総合計画で策定されました人口ビジ

ョンに示す、今から１０年後の２０３５年戦略人口１万人を実現するためには、いつも町長

が発言されておりますとおり、人づくりはまちづくり、まちづくりは人づくり、その言葉に

尽きると言えます。次代の担い手をどう育成していくかが極めて重要であろうと考えており

ます。 

　　現在、取り組まれております中学生たちの探求的な学びと提案の学習や、昨年度からスタ

ートいたしました小学生の皆さんによるこども議会は、まさしく次代の担い手づくりの最た

るものであろうと考えます。 

　　そこで、そうした次代を担う小学生や中学生を対象に、総合学習の時間を活用して、役場

職員が伴走的に支援しながら、まちづくりのためのプロジェクトを立ち上げたり、行政運営
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に関して児童や生徒たちによるインターンシップ制度の創設など、子どもたちが行政と一体

となったまちづくりを体験することで、将来、この町に住み続けていこうと思ったり、一旦

は町外に出ても、再びＵターンしてくる子どもたちが増える可能性も期待できるのではない

かと考えます。 

　　新たな総合学習のモデル事業として取り組んではどうかと考えますが、町長及び教育長の

見解をお伺いします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　８月１２日に、私は、２期目を目指すということで表明をさせていた

だきました。その際、今後１０年間に１万人の関係人口をつくるとか大変大きな３つの数値

目標を掲げさせていただきました。目標は高く掲げて、それに向かって全身全霊をかけて私

は挑戦する。立ち向かっていく。そうじゃないとこの町を振興させることは駄目だと私は思

っておるところでございます。それほどの覚悟を示させていただいたということでございま

すので、どうぞご協力、ご理解をよろしくお願い申し上げたいと思っておるところでござい

ます。 

　　昨年度開催の「こども議会」や「ジュニア世代の学びと提案発表会」では、小中学生等の

皆さんから、探求的な学びの成果として、まちづくりに対する様々な意見やご提案をいただ

いたところでございます。こうしたことに私は大きな感銘を受けたところでございまして、

こういう取組を行っている市町は、京都府の中でも、まず、京丹波町が一番先頭に立ってい

る町ではなかろうかと、そういう自負をいたしているところでございます。 

　　また、昨年、今年と、みずほ夕涼み大会では、瑞穂小学校の児童の皆さん方が実行委員会

の一員として、すばらしい企画力なり実行力を示していただきました。本当に私はこのこと

についても大きな感銘を受けたところでございます。 

　　そういうことで、児童・生徒の皆さん方が、積極的にまちづくりに参画をするということ

は、自分の未来とか町の未来を自分のこととして考える貴重な機会になるとともに、改めて、

自分たちの町の魅力に自ら気づき、そして、ふるさと京丹波への愛着と誇りをさらに高める

ことに必ずつながっていくことだと私は考えておるところでございます。 

　　本町では、現在も、町の職員が学校へ出向かせていただいて、積極的に各校の学習機会に

関わっております。ご提案の取組についても、今後研究したいと考えております。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　現在、町内の小中学校では、地域の課題を考える探求的な学習を地

域の方々、そしてまた役場の職員の協力を得ながら、地域に根差した学びとして取り組んで
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おります。 

　　その結果、町長からもありましたように、児童・生徒の成長の姿が見られ、取組としては

成果が上がっていると教育委員会としても評価をしております。 

　　児童・生徒が、行政と一緒になってまちづくりを考えることは、町の課題を自らの問題と

して捉え、次代の町の担い手の育成、ひいては、よりよい社会の実現に主体的に参画しよう

とする主権者意識の育成につながるものであるというふうに考えております。 

　　ご提案をいただきました役場職員の伴走型のプロジェクトや役場でのインターンシップ制

度の導入につきましては、これまでの探求的な学習をさらに深化、発展させるものにつなが

るというふうに考えられます。教育的観点からも、前向きによく研究したいと思います。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　ありがとうございます。 

　　今ご答弁、それぞれ町長なり教育長のほうから頂戴をいたしました。やはり様々なまちづ

くりに対する事業の取組に対しまして、小中学生が自分事として捉える、主権者意識の醸成

にもつながるというような貴重なご答弁をいただきました。ぜひ前向きに進めていただけれ

ばというふうに思います。 

　　次、２点目の質問に入らせていただきます。 

　　本町には南北に京都縦貫道が走り、インターチェンジが３か所もございます。また、国道

につきましても３本が走っていることから、まさに交通の要衝としての優位性は十分に感じ

られるところであります。この道路インフラの整った地の利を生かし、工場誘致や物流拠点

施設の好適地として積極的な誘致に向け、早急にグランドデザインの策定を行い、産業界に

町長自らトップセールスを行うとともに、具体的な候補地を選定して、１０年間で１００億

円の外部資金を導入するという挑戦目標をぜひとも実現させ、その調達資金を積極的な企業

誘致への投資に充てることで、移住・定住人口の増につなげていくことに取り組んではどう

かと考えますが、見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　おっしゃるとおり、本町は、京都縦貫自動車道のインターチェンジが

３か所あるという優位性がございます。そして、国道が複数交差する交通の要衝であるとい

う強みがあるということは、客観的な事実であろうと思っております。こうした点、あるい

は地理的・地政学的な状況から言いますと、物流拠点施設については、私は適地だと思って

おりまして、比較的災害も少ないといった観点からも、非常に優位性はあると思っておりま
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す。従前からそうしたことに着目をしておりました。町内の企業の中で、今年でしたけれど

も、西日本の拠点となる配送センターを自社所有地に整備をされました。非常に大規模なも

のでございますし、私も立ち会わせていただきまして、見させていただいたところでござい

ます。その会社の方に聞きますと、なぜここに立地したかというと、京阪神地域なり神戸港、

舞鶴港、あるいは大阪港にもアクセスがしやすい。伊丹空港にも１時間１５分ぐらいで行け

る。そういう非常に地理的な優位性があるということでございますし、地震も少ない、水害

も割と少ないといったこともあって、整備を決めたとおっしゃっておったところでございま

して、非常にこのことは、私は、我が意を得たりと思ってうれしく思ったところでございま

す。 

　　そういったところから、本年３月に策定をいたしております「第３期京丹波町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に基づきまして、食産業や小規模でも成立する成長分野を軸に、

外部資金の呼び込みや雇用と定住につながる企業誘致戦略を進めることが重要であると考え

ておるところでございますし、私自身も、今おっしゃったように、誘致等について自ら赴く

こともやぶさかではないと考えておるところでございます。 

　　中山間地域でございまして、比較的大規模団地の確保が難しいという状況はございますけ

れども、本町の実情を踏まえて、既存資産の活用、小規模分散型の受皿整備により獲得した

外部資金の充当と併せまして、府や国の支援制度も柔軟にミックスし、戦略的・継続的な企

業誘致を戦略的に進めなければならないと考えております。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　もう既に企業の中では、好立地を注目して整備されておるという実例

もご答弁いただきました。ぜひとも積極的な推進を期待するものでございます。 

　　３点目でございます。 

　　町長は、この４年間の町政運営を振り返り、１年目は種をまき、２年目に芽吹き、３年目

にその芽が成長し、４年目、結実、隆盛期という表現をされたことがございます。町長のこ

の４年間に取り組まれてきました町政運営の総括を端的に表したものとして、十分理解のい

くところではございます。 

　　さらに、今後４年間の行政運営のトップとしてご活躍をいただくためにも、各事業推進・

遂行と時間軸の捉え方について、私見を交えた質問を行いたいと思います。 

　　具体的には、４年をかけて結実、実を結んだ事業もあることは事実として、毎年度、その

年度内に結実をしている事業もあれば、新たに種をまいた事業も、芽を吹き始めた事業も多

くあったはずであると考えます。 
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　　今後の挑戦目標の１つとして、１００件の成長プロジェクトを創出するとありますが、新

たなプロジェクトに取り組む際に、町民に対しては１年単位での取組事業がより目に見える

形で伝わるよう、各年度単位で種をまいた事業、芽吹いてきた事業、成長事業、結実事業を

仕分けしたほうがより分かりやすく端的に伝わるのではないかと考えますが、町長のお考え

をお伺いしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　部長に答えてもらおうと思ったんですけども、私のほうから答えさせ

ていただきます。 

　　事業の実施につきましては、これまでから、事業の性質とか規模、内容に応じて、各年度

ごとに仕分けをいたしております。そして、分かりやすい表現に取り組んだつもりでありま

す。 

　　今後、住民の皆様方に十分ご理解いただきますよう、分かりやすい表現に努めることが大

事だろうと思っておるところでございます。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　ありがとうございます。 

　　４点目でございます。 

　　町の住みやすさのバロメーターの１つとして、その町の歴史をいかに大切にしていくかは

大きな要素の１つと考えます。 

　　本町の文化財保護に関して、条例及び規則が制定をされておりますが、本町のホームペー

ジの町指定の文化財のデータベースとしては、長老山の七色の木や導観稲荷のご神木など、

木ばかり９点がアップをされておりますけども、他の文化財につきましての資料や記述がホ

ームページ上では見つけられませんでした。そこで、本町文化財等の保護に関して、取り巻

く環境や今後の保護の取組につきまして、教育長にお伺いをしたいと思います。 

　　まず、文化財保護に関する条例第９条に文化財保護委員会の設置とございますが、委員会

の開催状況についてお伺いしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　西山社会教育課長。 

○社会教育課長（西山直人君）　文化財保護委員会につきましては、近年、開催できていない

状況でございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　なかなか情報もなかったので、そういう想定もしておったんですけど、
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２点目の質問です。 

　　文化財保護に関する規則第６条に、文化財指定台帳について定めてございます。現在、台

帳に記されております町指定文化財は何件ございますか。また、直近に指定された町指定文

化財とはどういったものがあるのか、状況をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　西山社会教育課長。 

○社会教育課長（西山直人君）　現在、指定台帳に記載されている京丹波町の文化財は４７件

あります。直近に指定されました町指定文化財は、天然記念物として樹木が指定されており

ます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　もう少し具体的に、樹木というのはどこのどういった樹木だったのか

お伺いします。 

○議長（梅原好範君）　西山社会教育課長。 

○社会教育課長（西山直人君）　直近で言いますと平成２１年度に町指定をしておりまして、

７件ございます。 

　　１点目が須知の稲荷神社のご神木の大杉。２点目が塩田谷の岩山神社のスギ。３点目が豊

田の九手神社のアラカシ。４点目が安井の浄光寺、夫婦のイチョウ。５点目が質美の八幡宮、

鎮守の古木。６点目が大迫、祥雲寺の霊木のヒノキ、７点目が坂原の阿上三所神社の４大巨

木となっております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　今のご答弁をお伺いして、ホームページに掲載されている樹木がほと

んど該当してることが理解できました。 

　３点目です。 

　　まだまだ調査すれば、町指定文化財に指定すべき財産があると推察をいたします。今のう

ちにしっかりと調査をし、保存に取り組んでいかなければ、時間の経過とともにその価値が

失われてしまう危険性を危惧しております。早急に条例に沿った文化財の整理を行うととも

に、委員会の開催も必要と考えますが、ご見解をお伺いします。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　近年、京丹波町内の未指定でありました文化財が京都府暫定登録文

化財に登録されるなど、これまで把握・調査できていなかった文化財が見つかっております。
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さらに、指定が必要な文化財はたくさんあるというふうに考えております。 

　　こうした貴重な文化財の損失を防ぐため、急ぎ調査を実施し、保存に向けて取り組んでい

きたいと思います。そのためにも、文化財保護委員会の開催を併せて考えていきたいと思い

ます。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　ぜひとも早急に体制を整えていただいて、よろしくお願いしたいと思

います。 

　　次に、５点目の質問でございます。 

　　本町内に存在する歴史的・文化的・自然的財産は、本町独自の唯一無二の財産であり、こ

れらは町の誇りでもあり、人づくりを進める上においても、郷土愛やアイデンティティーの

構築に結びつくものとして、大変重要なことは以前から申し上げているとおりでございます

が、やはり今後は、町内に存在する歴史的・文化的固有財産をいかにまちづくりに活用する

かが重要なテーマだというふうに考えております。今後の有効活用に向けて、教育委員会だ

けでなく、町部局との横断的なプロジェクトチームを立ち上げ、郷土愛の醸成やアイデンテ

ィティー構築に取り組むとともに、町の魅力として広く発信していくべきと考えますが、町

長及び教育長の見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　おっしゃるとおり、私も、少子高齢化が進む現況の中、だからこそア

イデンティティーをしっかり確立することは大事です。やはり京丹波町の立ち位置をしっか

りと確立することが、関係人口の増加なり京丹波ファンを増やすことになるんだと私は確信

しているところでございまして、そういう中で、町民大学というのを発足させまして、京丹

波町の歴史や文化の講座を開いて、非常に多くの方が聴講に来ていただいてることを非常に

うれしく思っておりますし、私は、まずまずこれはうまく行っている１つの事業かなと思っ

ております。 

　　そういう中で、伝統芸能や文化というのは、本町にとりまして、有形・無形の本当に大き

な財産であろうと考えておるところでございます。 

　　本年開催されている大阪・関西万博におきましても、和知太鼓が出演されました。非常に

国内外から好評を得たと聞いておるところでございまして、うれしく感じたところでありま

す。 

　　やはり、歴史のあるものは言葉を超えて伝わるものであると思いますし、人を引きつける
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重みや魅力があると考えております。実際、町民大学で歴史に関する講座を開いたところ、

やっぱり人気があるんです。やっぱり多いです。本当にそれが物語ってるのではないかなと

思ってるところでございます。 

　　郷土愛の醸成に向けた小中学校での取組のほか、町民向けの発信も含めまして、様々な主

体と連携し、取組を強化していきたいと考えております。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　本町に存在します豊かな自然景観、歴史的・文化的な財産でありま

す文化財は、町の魅力を高めるものであり、町民の皆さんの郷土愛の醸成、関係人口の創出

など、まちづくりの資源として役立つものであるというふうに考えております。 

　　こうした視点から、教育委員会では、文化財の保護・活用に向けた取組を進めております。

これら文化財を広く町民の皆様に知っていただけるよう、先ほど町長からもありました町民

大学のテーマに数多く取り上げております。また、地域学芸員講座では、さらに系統的に深

く学んでいただけるよう工夫をしております。 

　　また、学校教育では、社会科の郷土学習、歴史の授業で本町の文化財などを取り上げるよ

うに努めております。このことにより、ふるさと京丹波が教科書に書かれております歴史に

深く関わっていることを知り、ふるさとへの誇りの醸成、文化財への興味・関心の育成につ

ながり、文化財の次世代への継承、町の活性化につながるものと考えております。 

　　今後は、町内の自然景観や文化財の活用に向け、商工観光課や観光協会と連携を図り、新

たな町の魅力として広く発信できるようにしたいと考えております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　ありがとうございます。 

　　ただいま、ご答弁それぞれいただきましたけども、本町の歴史に対する関心を高める上で

の取組というのは、これまでにないぐらい熱心に進められているなというふうに思います。

やはり今後は、そうした関心が高まったものをいかにまちづくりに活用していくかというこ

とが、今後の大事な取組課題になるであろうというふうに考えておりますので、ぜひ提案を

させていただきました。 

　　以上で、１項目めの質問を終わりまして、次に、２項目めの質問に移らせていただきます。 

　　２項目め、熊及び鹿の被害対策につきまして。 

　　先日、夕方の午後７時過ぎに町内を走っておりましたら、突然、左側の集落のほうから右

手の山手のほうに向かって黒い物体が車の前を横切りました。これまで１００キロ近いイノ
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シシを見たことがありますので、一瞬イノシシかなというふうに思ったんですが、全く比較

にならないぐらい大きな体で、イノシシとは全く違って重量感のある走り方でしたので、間

違いなく熊でございました。初めて目撃をしまして、以前には鳴き声はちょっと聞いたこと

あったんですけど、実際、あんな大きな熊に襲われたら、ひとたまりもないなと改めて恐怖

を感じたところでございました。 

　　本年４月に、改正鳥獣保護管理法が成立し、今月１日より施行されました。人の生活圏に

侵入して危害を及ぼすおそれのある熊やイノシシなどを想定し、一定の要件を満たせば、市

町村長の判断で銃の使用も可能となりました。近年、特に、山の木の実などが大凶作の年に

は、人里に出没し、民家の近くにある果樹等を食い荒らす事象が続発をしております。特に、

令和４年秋には、実際、私の住んでおります集落内でも、各家の柿の実がほとんど熊の食害

に遭ったことがございます。こんな事象はこれまで初めてのことでございました。熊の習性

として、一度おいしい餌の在りかを知り得たら、間違いなく再び出没する可能性は高く、こ

の秋も果樹が豊富の見込みであることから、極めて用心する必要があろうかというふうに考

えております。 

　　一方、年々、鹿による農林産物への被害も極めて深刻さを増しておりまして、絶対生息数

の減少に向けた対策が喫緊の課題と言えます。そこで、熊及び鹿による被害の現状と今後の

防止策につきましてお伺いをしたいと思います。 

　　まず、１点目です。 

　　町として熊の被害防止のために、これまで取り組んでこられた具体的な対策についてお伺

いをしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　被害防止対策といたしまして、目撃情報があった際にはあん

しんアプリによります啓発、目撃情報が多発する場合につきましてはチラシ等を活用いたし

ました啓発、そしてまた、電気柵の設置に関します補助のあっせんなど、また、振興局、南

丹警察署、猟友会、市町で構成する対策会議での情報共有などの連携を行っているところで

ございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　２点目です。 

　　京都府のデータによりますと、京都市、亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山市、綾部市、

舞鶴市の由良川の東エリアを範囲に生息するツキノワグマを丹波個体数と呼んでいるようで
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ございますが、その生息数は、令和５年度において約３５０頭と推計がされております。ま

た、出没情報につきましては３７０件、令和元年度以降、減少傾向にあるとされております

けども、通報されていないケースもあるのではないかと言われておりますが、本町における

過去５年間の出没件数についてお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　出没件数については、令和２年度以降でございますけれども、

大体１年間平均５件程度であります。ただし、昨年度、令和６年度につきましては、突出い

たしまして、１４件の出没情報があったところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　３点目です。 

　　民家の近くに出没した場合には、捕獲おりによる捕獲も試みられておりますが、以前、私

の住む家の近くに出没した際に、おりの設置を要望いたしましたところ、既にほかに貸し出

しているため捕獲おりに余裕がなく、対応不可能との回答でございました。全町的にこれだ

け熊の出没頻度が高まっている中で、おりの絶対数が足りていないのではないかと考えます

が、その後、改善を図られているのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　現在、町で保有します熊の捕獲おりにつきましては、京都府

から貸出しを受けてます２基、現在、保有しているところでございまして、また、京都府で

も、このほかにおりを保有されておりますので、またそれを亀岡市や南丹市のほうにも貸出

しをされております。必要時には、京都府及び近隣市町間において、それぞれ保有する捕獲

おりを貸し借りするなどの対応を行っているところでございます。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　２基しかないということなんですけど、今年もかなり心配をしており

ますので、拡充をぜひとも進めていただけたらというふうに思います。 

　　４点目でございます。 

　　今度は、鹿の関係でございます。 

　　農林産物に対するニホンジカの被害につきましても、極めて深刻な問題となっております

が、京都府の資料では、ちょっと古いんですけど、令和２年度の鹿の生息数が９万６，００

０頭、被害総額は７，３００万円とのデータがございます。既に５年前の資料でございます
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ので、現在はさらに多くの生息数となっていると想像できます。これまで、本町内における

生息推計頭数を調査した経過はあるのかお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　京丹波町内を対象とした生息推計頭数の調査というのは、行

っておりません。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　動物ですので、あちこち移動するので、なかなか生息数を把握すると

いうのは厳しいかと思いますが、特に夜間なんか走行してますと、相当数が道の縁の田んぼ

とか道路脇の草をはんでる状態をよく見かけます。調査はされてないということでございま

すけども、５点目に、本町内におけるニホンジカの捕獲頭数を見ますと、令和４年度１，７

８７頭、令和５年度１，９８０頭、令和６年度１，７４５頭と、コンスタントに捕獲をされ

ております。このことは、猟友会会員の皆さんをはじめ、狩猟免許を保持しておられます

方々が懸命の努力をいただいているあかしであろうということもよく理解をし、大いに感謝

をしているところではございます。 

　　しかし、幾ら駆除してもらっても、それ以上の繁殖力で生息頭数が増加をしているのでは

ないかと考えますが、現状についての見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　京都府が出されております資料でございますけれども、推定

個体数の推移によりますと、鹿の生息数は、今後、減少していく傾向を示されているところ

でございます。 

　　また、本町の捕獲頭数の推移を見ましても、平成２８年度の２，４４０頭を最高に、現在、

鹿の生息数は微減傾向にあるものと思っているところでございます。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　今のご答弁で、もう少し深掘りをさせていただきたいと思います。 

　　生息数は減少傾向に向いてるんじゃないかということですが、先ほど調査をしてないとい

うことでございましたけど、根拠的には何を根拠に減少傾向にあると申されているのか。改

めて、説明をよろしくお願いします。 

○議長（梅原好範君）　山内農林振興課長。 

○農林振興課長（山内敏史君）　先ほど答弁させていただいた数字ですけれども、猟友会のほ
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うで毎年捕獲をしていただいてます頭数の年度推移をグラフ化して見ていくと、先ほど言い

ましたように、平成２８年度を最高に、一定数減少している傾向が見られますので、生息数

とそれが比例するかどうかというところはあるんですけども、減少傾向にあるんじゃないか

ということで推察しているところでございます。そのほかの資料には特に基づいてございま

せん。 

　　平成２８年度から見てみますと、その年度年度によって、多少捕獲頭数は１割程度で減っ

たり増えたりというようなグラフを示されているところでございますけれども、そのグラフ

の平均をたどっていくと、傾き傾向にあるのかなということで推察しているところでござい

ます。 

　　令和５年度につきましては１，９８０頭ということで、令和６年度より多いわけでござい

ますけども、その前の令和４年度につきましては１，７８７頭ということで、多少年度によ

りまして１割程度の増減はあるんですけども、過去から見てみますと捕獲頭数は右肩下がり

になってるようなことが見受けられるということで、こういう答弁とさせていただきました。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　ちょっとすとんと落ちないような状況でございまして、実際の実態調

査ができてないというのが一番気になるところでございます。もちろん狩猟免許を保有され

てる方がどういった状況にあるのか、あるいは猟友会の会員さんがどういった状態にあるの

かということも、やっぱり捕獲頭数との因果関係というのは当然出てくるんじゃないかとい

うふうに思いますし、若干難しいとは思いますけども、何かの形である程度、生息数の推測

ができるような取組が必要かなということを今お聞きをさせていただきました。 

　　６点目に、京都府でニホンジカに関しまして、指定管理鳥獣捕獲等事業という制度が設け

られまして、生息密度が高く、捕獲が進んでいない地域において、市町村と連携して鹿の捕

獲を推進する事業が行われております。こうした取組を進める上で、基本となりますのが、

まずは、生息密度の高い地域の実態調査、加えて、その捕獲方法の対策につきまして、具体

的に実行計画を立案することが必要と考えます。 

　　そこで、この事業を活用して、全国的にも実証が進んでおります大型囲いおりを活用し、

鹿の習性を逆手に取り、同時に複数を捕獲する方法について提案をさせていただきたいと思

います。 

　　鹿は、極めて順応性の高い動物と言われておりまして、また、特に雌鹿は、ふだんから群

れで生息していることが多く、こうした習性を利用し、山間部の耕作放棄田等を利用して、
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大型の囲いおりを設け、出入口を解放したままにして、おりの中には鹿の好物の植物やら家

畜用のミネラルブロックなんかを設置するなどして、抵抗なくおりの中に入り込むようにな

るのを待ち、ある程度、鹿の警戒心が低くなった頃を見計らって、一度に複数の鹿を捕獲す

る対策に取り組むことを提案申し上げたいと思います。その際、おりの遠隔監視や遠隔操作

ができるようなＩＣＴやＩｏＴ等の機器も多く出回っていることから、それらを活用して、

おりの見回りや捕獲負担を少なくし、軽減をする中で、そうした対策を併せて実施すること

も望ましいと考えますが、取り組む考えはないかお伺いをしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　栗林産業建設部長。 

○産業建設部長（栗林英治君）　本町でも、約１０年前でございますけれども、ＡＩゲート付

きの捕獲おり、それから、ドロップネットという大量に捕獲をするような、ほかのところと

比べて先進的な取組を早めに実証した経緯があったわけでございますけれども、自動装置等

コスト面を考えると、従来から設置をしておるおりのほうが有効的にその当時捕獲ができる

というような判断から、実際のところは導入をしなかったというような実態がございます。 

　　また、特に、ドロップネットにつきましては自動ではなく、地域の方が一定の場所に隠れ

ていただいておって、たくさん入ったときにボタンを押してドロップネットを落とすという

ような仕組みをやっておりました。また電磁石を活用したものでありましたので、その部分

が故障したりという部分があったので、一定、その時期については、ほかの地域への普及は

なかったというように思っております。 

　　今、議員からご提案いただきました大型の囲いわなについては、全国各地でも実証されて

おります。特に、鹿については、北海道でよく実施されておるのは、夜間に餌を置いて、集

まったところを特区を申請して銃で捕獲するとか様々な取組がされております。特に、スマ

ート鳥獣対策というのも、今、国のほうが進めておるところでございまして、囲いわなであ

ったり、通常の有害捕獲の中で、わなに入ったものを監視に行かなくてもよいというような

事例も全国各地で実施をされておりますので、今後、委託をしております猟友会とも検討し

ながら、進めてまいりたいなというように考えております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　今、部長のほうからご答弁ありました。１０年前とは、もう随分と今、

この有害対策についても日進月歩で進んでると思いますので、ぜひ積極的な取組をお願いし

て、この質問は終わりたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　西山議員の質問の途中ですが、これより暫時休憩に入ります。再開は
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１３時１５分とします。 

休憩　午後　０時０２分 

再開　午後　１時１５分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き、西山議員の質問途中から会議を再開いたします。 

　　西山君。 

○６番（西山芳明君）　次に、３項目めの質問に入らせていただきます。 

　　放課後児童クラブの現状と課題につきまして、松本教育長にお伺いをいたしたいと思いま

す。 

　　今年度より放課後児童クラブの運営を民間企業に委託をされ、また、瑞穂地区「のびのび

２組」の移転建替工事契約が今定例会に議案として上程が予定されているなど、利用者の需

要に応えるべく運営体制の充実に向けた取組がなされておりますが、現状と今後の課題につ

きましてお伺いをしたいと思います。 

　　まず、１点目です。 

　　昨年度、入部の待機が一時発生をいたしましたが、今年度に入ってからは発生していない

のかお伺いをします。もし、発生したのであれば、その後、解消されているのかお伺いをし

ます。 

　　あわせて、待機が出るほど需要が高まっている背景についても、お伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（梅原好範君）　四方学校教育課長。 

○学校教育課長（四方妃佐子君）　今年度の放課後児童クラブの利用申込み状況は、年度当初

の時点におきまして、ひまわりを含む１組の申込定員を超過している状況でした。 

　　４月以降に５名の新たな利用希望がありまして、待機となっていたため、支援員の増員な

どの受入れ体制を整えていただき、５月２０日時点で待機は解消いたしました。 

　　その後さらに、１組ひまわりに４名の利用希望がありましたが、体制が整っていましたの

で、受入れをしております。 

　　したがいまして、現在の待機は解消しております。 

　　また、放課後児童クラブの需要が高まっている背景といたしまして、女性の社会参画が進

んでいることや核家族の増加、勤務地の遠方化のほか、入部に係る負担金の見直し等により

まして、児童クラブが利用しやすい状況になったことが要因ではないかと考えております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 
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○６番（西山芳明君）　現在は、対応されておるということでご答弁をいただきました。 

　　２点目でございます。 

　　放課後児童クラブは、単に児童たちを預かるという側面のみならず、プラス学習面におき

ましても、一定の質的な充実を図ることが子育ての町・京丹波の観点からも必要と考えます

が、今年度より運営を民間に委託をされたことによりまして、質的にはどのような改善が図

られたのか。また、課題となっている点はないかお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　放課後児童クラブの民間への業務委託による改善点ですが、１つに

は、これまでの課題でありました支援員の確保の課題です。先ほど待機児童に関する質問で

も学校教育課長がお答えしましたが、１組の支援員を４名から１名増員することができ、待

機の解消とともに、新たな入部希望にも対応することができました。このように、支援員体

制の充実が図られたというのが１つの大きな改善点であります。 

　　２つ目の改善点としては、児童や保護者の要望に応え、夏休み期間中に劇団を招いての人

形劇の鑑賞実施、預かり時間の延長、夏休み期間中の弁当注文サービスの実施など、提供す

るサービスの向上につながりました。 

　　今後の課題としては、さらなるサービスの向上を目指し、支援体制の充実、支援員の資質

向上、人材の育成が必要であると考えております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　ただいま、教育長のほうから、民間に委託をして多大なメリットがあ

ったということをご報告いただきました。 

　　３点目でございます。 

　　長期休暇中の昼食につきまして、保護者の方から強い要望のありました件に対して対応す

べく、希望者に昼食の注文ができる体制が本年７月２２日からスタートをしたと聞いており

ます。その現状についてお伺いをします。また、課題となっていることはないか、併せてお

伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　四方学校教育課長。 

○学校教育課長（四方妃佐子君）　７月２２日の夏休みの開始日から、委託事業者であります

株式会社ハーベストネクストによりまして、「おべんとネット」というスマホアプリを通じ

て、お弁当を注文することができます。 

　　１食５０４円で、メニューは日替わり、事前にお知らせをしまして、２日前までの予約注
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文としていただいております。 

　　お弁当は、各組に配送いただきまして、お弁当殻についても回収を行っています。 

　　７月は、２２日からの８日間で４８個、８月は、２２日までの１２日間で３１個の注文が

ありました。 

　　おおむね満足いただいておりますが、年齢に応じた量の調整や、より子ども向けメニュー

の提案、また、注文方法などについて、弁当事業者と今後検討される見込みというふうに聞

いております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　少しでも保護者の負担を軽くすべきという趣旨での対応かというふう

に思いますけども、やはり昼食について、例えば、金額面とか内容について、先ほど課長か

らの答弁のあったとおり、課題も何件かお伺いもしておりますので、今後、さらに検討を加

えていただいて、よりよいサービスの向上に努めていただきたいというふうに思います。 

　　４点目でございます。 

　　支援員につきまして、前年度までは町の会計年度任用職員でございましたけども、民間企

業に在籍となりまして、身分や給料等、待遇面における具体的な改善が図られたのかお伺い

をします。また、支援員の安定的な確保はできているのか。先ほど１名増員ということもお

聞きしましたけども、十分な確保ができているのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　支援員の委託企業に在籍して以降の雇用の状況についてですが、支

援員については、主任支援員、支援員、補助の業務などの区分と、それから、雇用形態・働

き方の希望に応じ、月給制の正社員と、時給性のパート職員として採用されております。 

　　正社員の給料については、月給制となったため安定し、金額についても改善をされており

ます。 

　　また、パート職員についても、前年度までの雇用条件を下回らないように、雇用契約を行

っていただいております。 

　　支援員の安定的な確保については、先ほどお答えしたとおり、必要な確保がなされており

ます。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　ありがとうございます。 
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　　特に、正社員については、月給制になったということで、例えば、長期休暇中であります

と、会計年度任用職員でありますと休みを取らざるを得んというようなところで、結構収入

に変動があったのが月給制になり、安定をしたのかなということで理解をさせていただきま

した。 

　　次、５点目でございます。 

　　放課後児童クラブを利用されております保護者の中で、預かり終了時刻を現状の午後６時

１５分から、あと１５分延長して６時３０分にしてほしいとの要望があると聞いております。

こども園の保育時間の延長が午後６時３０分であることも踏まえ、あと１５分延長すること

ができないのかお伺いをいたします。 

○議長（梅原好範君）　四方学校教育課長。 

○学校教育課長（四方妃佐子君）　終了時刻の延長につきましては、４月から１５分の延長を

実施しておりまして、７月までに１９８件の利用がありました。 

　　さらに、終了時刻の延長につきましては、支援員体制の確保も必要となることから、委託

事業者とも協議を行いまして、利用者のニーズを含めて検討していきたいと思っております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　ぜひ前向きな検討をよろしくお願いします。 

　　次、６点目でございます。 

　　のびのび２組の関係でございますけども、移転建替計画につきまして、具体的な進捗状況

と利用開始の見込みにつきましてお伺いをしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　のびのび２組の新築工事については、請負契約について、今議会に

おきまして提案をさせていただく予定としております。 

　　工期は令和８年３月３１日まで、６か月間を予定しております。令和８年４月１日からの

利用開始を見込んでおります。 

　　以上であります。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　了解しました。 

　　最後の質問になります。７点目でございます。 

　　現在、のびのび２組が使用されております旧みずほ保育所につきましては、耐震性もない

ことから、移転後は、ほかへの活用は非常に難しいと考えます。空き家のまま放置をします
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と、雑草の繁茂や小動物のすみかなどになる可能性も非常に高いというふうに想定ができま

す。そうならないうちに解体撤去の方向で検討すべきと考えますが、移転後どのような計画

となっているのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　移転後の施設については、耐震性の課題もありますので、教育施設

等としての活用は、ご指摘のとおり難しいものと考えております。現時点で、具体的な計画

は持っておりませんが、先ほどご指摘のありましたような点も十分考慮して、検討していき

たいと思います。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　西山君。 

○６番（西山芳明君）　当然、取壊しにしましても、相当な金額が必要かというふうになる中

で、財政も大変厳しい折から、いつもまでも残しておくとだんだん老朽化の一途をたどる可

能性もありますので、ぜひとも取壊しに向けた計画を計画的に進めていただきたいことをお

願い申し上げまして、私の一般質問をこれで終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議長（梅原好範君）　これで、西山芳明君の一般質問を終わります。 

　　次に、山﨑裕二君の発言を許可します。 

　　１番、山﨑裕二君。 

○１番（山﨑裕二君）　ただいまから、令和７年第３回定例会における山﨑裕二の一般質問を

行います。 

　　一般質問に先立ちまして、一つ申し上げておきたいことがあります。 

　　１番のことに関してなんですが、私は、「さ・せ・そ」に濁点が付いた「ざ・ぜ・ぞ」と

いうのが、今言ったのは分かってもらえたかなと思うんですけど、「た・て・と」に濁点を

打ったような発音になります。というのは、この地域の人は、ほとんどの人が昔はそうだっ

たということです。こんな分厚い本に著しく「さ・せ・そ」に濁点が付いたのが言えない地

域というふうに指定されておりまして、そのことを方言学を勉強していた私の妻に指摘して

もらって、初めて私も気づきました。 

　　そういったことから、タイトルも言えへんような質問をというふうになってしまうのはち

ょっと恐縮なんですが、遺贈寄附について、レガシーギフトというような形で書いておりま

すが、別に英語で言いたかった訳じゃなくて、言えないのもあってというようなことです。 

　　一般的には、寄附のこざとへんを取った形で見かけるのが多いんですが、この遺贈寄附に
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よる寄附、相続財産の寄附、信託などの契約による寄附の３つに区分し、寄附者や寄附の意

思を伝える方法といった側面から整理するとどのようになるか答弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　遺贈寄附のうち、遺言による寄附につきましては、遺贈寄附を行

おうとする者が、生前に、自身の財産の全部または一部を、国・地方公共団体やＮＰＯ法人

等に寄附する意思を示すことだと理解しております。 

　　また、相続財産の寄附につきましては、所有する財産を寄附する意思を示すこと。 

　　そして、信託などの契約による寄附につきましては、信託契約を結んだ受託者に財産を託

しまして、あらかじめ決めた目的に従って寄附をしていただくという、以上のような認識で

ございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　次に進めていきます。 

　　趨勢として、遺贈寄附（レガシーギフト）が増加している理由を抽出してください。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　一般的に言われておりますのは、全国的に遺贈寄附が増加してい

る要因といたしましては、生涯未婚率の増加によりまして、自身の相続人がいない方が増加

していることでありましたり、ご自身の財産を公的な機関でありましたりＮＰＯ法人等に託

しまして、社会のために有効に活用したいと考えていただく方が増加していることなどが考

えられると思っております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　加えまして、年間死亡者数が増えていることも当然絶対数として多く

なる要因ですし、遺言書を作成する人が増えている。これは、５年前から始まった自筆遺言

保管制度を利用する方が増えているといったようなところもあるかと思います。あと、家族

や親戚関係が希薄になっているといったようなところが社会のために活用したいと考える人

も増えている。そういったところもあるかと思います。 

　　３つ目ですが、国境なき医師団による遺贈を検討している方へのアンケート調査、遺贈に

関する意識調査というものが取られておるんですが、遺贈先の選定基準として、そこで重視

されていた事項を抽出ください。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 
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○総務課長（田中晋雄君）　ご質問のアンケート調査の結果からは、遺贈先の決定の際に重視

する点といたしまして、資金の使い道が明確であること。それから、営利目的でないこと。

そして、活動内容に共感できることなどが上位であることが確認できております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　使い道の透明性とか団体としての信頼性が強く求められる傾向にある

といったふうに読み取れるかと思います。 

　　そこで、提案なんですが、この遺贈寄附というものは、人生の集大成として、次世代のた

めに自らの資産を活用してほしいとの思いを形にする有効な手法（メソッド）であり、これ

はまさにレガシーギフトと言えるものであり、決して後ろ向きなものではないというふうに

思料します。町には、旧丹波町時代から３０年以上続く、全国トップクラスの町独自による

給付型奨学金制度があり、理念に共感いただける受遺先の候補として、町育英金は、比類な

い歴史と給付実績を兼ね備えたレガシースカラシップ。貸与型の奨学金は、これに対しまし

て、学生ローンとかそういった言い方ができるかと思うんですが、レガシースカラシップで

あると推挙できます。実際、以前いただいた遺産の寄附といったところは、振興基金に積み

立てられた上で、今年、１，０００万円が町育英金の基金のほうに繰り入れられているとい

ったような状況もあります。そういったところから、まずは、地元金融機関などと、遺贈寄

附等への協力に関する覚書でありますとか、遺贈寄附投資信託を活用したものを含むに関す

る協定などを締結し、受遺先の候補として認知してもらえるよう、町のホームページなどで

広報を展開するといったような取組をしてはどうかと提案いたします。答弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　現時点におきまして、直ちに広報につきましては、行う予定はし

ておりませんけども、自主財源を確保する観点からも、本町の取組に共感いただける方の遺

贈先の候補として選択いただけるような取組は有効であると考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　地元の京都銀行と滋賀県の市町村であったりとか取組をやってるとこ

ろもありますし、奈良県の生駒市なんかでは、地元の金融機関と一緒にそういった取組をし

ている。さらには、日本財団であるとか、先ほど挙げました国境なき医師団とか、そういっ

たところも取組を展開している。日本財団に関しましては、五、六か月前に新聞折り込みの

チラシが入っていたこともありました。そういったところから、決して後ろ向きなものでは
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ないという認識の下、前向きに取り組んでいただいて、そして、それを共感いただいた上で

財源に充てていく。そういったことも考えていただくように求めておきます。 

　　５つ目です。 

　　全国各地からの遺贈寄附の受遺を模索するに当たって、クラウドファンディング事業や寄

附金マッチング事業などを運営するレディーフォー株式会社との遺贈寄附分野を中心とした

包括連携協定の締結について、検討してはどうかと提案いたします。こちらについても答弁

を求めます。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　遺贈寄附を含めました、寄附受領事業の拡大に当たりましては、寄附

者と町との接点づくりと、町が推進する取組内容の信頼性が重要であると認識をいたしてお

ります。 

　　先ほど課長から答弁いたしましたけれども、今後ともこうした遺贈寄附といったものは拡

大していくのではないかと思っておりますし、また、とりわけ、米国なんかでは、寄附によ

る社会貢献というのがかなり盛んに行われているということも聞いております。日本も、今

後、そういう傾向が出てくるんじゃないかなと思います。 

　　そういった中で、専門ノウハウを有した民間企業との包括連携というのは、実務面の選択

肢を広げる有効な方策の一つではないかと思っております。 

　　実際に、他の一部の自治体では、今申されたように、遺贈寄附を柱とした連携事例がある

ということも承知をいたしております。 

　　こうした事例や、費用面や運用面などの整合を丁寧に確認するなどして、研究していきた

いと考えております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　いつ受遺先として受け入れられるかというのは、タイミングの問題と

かあると思いますので、これをしたからといってすぐにあるわけではないとは思うんですが、

まずそういったことに取り組むことによって、そういったことに関心を持たれているたくさ

んの方にアピールをする。そういったところから、先ほど言ったような町育英金の基金とか

に充てていただきたいというようなレガシーな部分、共通するような部分がありますので、

そういったところで、またさらに研究を進めていっていただきたいというふうに申し上げて、

次の質問に移ります。 

　　２つ目としまして、道路改良事業についてです。 

　　多分、答弁をつくるに当たって大変だったと思うんですが、まず１つ目としまして、合併
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以降、本年度までの２０年の間に行った道路改良事業の総額はどのようなものであったのか。

あわせて、年平均にするとどのくらいの規模になるのかお示しください。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　平成１７年度から昨年度までの総額は約９６億円であり、年

平均は４億８，０００万円です。 

　　今年度の予算額を加えますと、総額は約１００億円であり、年平均は約４億７，０００万

円となります。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　１００億円は、とてつもない金額やなというふうに実感するわけなん

ですが、道路改良事業の特性としまして、当然考えられることなんですが、何割程度が翌年

度以降への事業繰越しとなっているか。同事業の繰越しにはどのような背景が洗い出しでき

るか、改めて答弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　平成１７年度から昨年度までの道路改良事業の繰越額につき

ましては、平均は約５割となります。 

　　繰越しの内訳としましては、関係機関協議を伴います町道蒲生野中央線、用地取得の難航、

非出水期の施工が必須となる河川工事及び橋梁工事のほか、大型事業でありました丹波ＰＡ

が挙げられます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　相手方のあることですので、特に、土木建築課では、事業繰越しが起

こりやすいといったような状況にあるかというふうには察しております。 

　　それでは、道路改良に要する経費、資材費や人件費、今、主に高騰してると言われている

部分ですが、これを２０年前を指数１００として比較しますと、１０年前並びに直近ではそ

れぞれどの水準に指数化できるかお示しください。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　人件費の平均、代表的な材料であります、コンクリート及び

アスファルトに係る経費について比較した場合、２０年前を指数１００としますと、１０年

前は１１７、本年度は１６６となります。 

　　以上でございます。 
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○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　何年か前に、認定外道路が補助上限額でどれぐらいできるのかという

質問を起こしたときに、大体、１００万円の上限で２００平米ぐらいのアスファルトの打ち

直しができるというふうに聞いたことがあるんですが、最近では、１００平米を切るぐらい

しかできないような状況になってきてるといったところがあって、かなり資材費とか人件費

が高騰して、同じ道路改良事業をしようと思っても、２０年前の１．６６倍の予算がかかる

とかそういったような状況に今なるのかといったことが確認できました。 

　　４つ目としまして、これも大変だったと思います。道路改良事業の主な特定財源として、

①合併特例債、②過疎対策事業債、③緊急防災・減災事業債及び④社会資本整備総合交付金

（防災・安全交付金）が指摘できます。先ほど確認した１００億円とか９６億円といった数

字を分母として、同２０年分の①から④それぞれの額を分子とした場合の各割合を４つお示

しいただければと思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　平成１７年度から昨年度までの事業費に対する財源の平均は、

合併特例債１０％、過疎対策事業債３８％、緊急防災・減災事業債５％、社会資本整備総合

交付金をはじめとします国庫補助金、府補助金は３７％となっており、残りの１０％が一般

財源となっております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　先ほど、１００億円と言ってもらった部分で換算するとかなり分かり

やすいかと思うんですが、合併特例債でも１０億円を充てているといったところがあります。

そして、過疎対策事業債だったら３８％といったところになるかと思うんですが、それに関

連しまして、５番、６番と行きますが、まず、５番、来年度以降、合併特例債の起債が繰越

事業以外で不可となります。今日までの道路改良事業における財源１０％分として、合併特

例債が果たした役割とその検証についてお示しください。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　合併特例事業債でありますけれども、合併後の市町村の一体性の速や

かな確立を図るための公共的施設の整備など、合併後の自治体が必要な事業を実施する際に

活用できる地方債ということになっております。 

　　本町におきましても、多岐にわたる事業に合併特例事業債の活用を図ってまいったところ

でありますが、合併後の広域的な道路ネットワークの整備とか老朽化した道路の改修を進め
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るために、道路改良事業にもこの制度を積極的に活用してまいりました。 

　　合併特例事業債は、道路改良事業に必要な多額の資金を確保するための大変重要な財源と

して大いに機能いたしておりまして、特に、元利償還金の７０％が普通交付税措置の対象と

なっておりますために、本町の実質的な財政負担を大幅に軽減するという、非常にお得な起

債といいますか、そういう制度であろうと思っております。 

　　この制度により、財政的な制約を受けることなしに、計画的に道路整備を進めることが可

能となっておりまして、住民の皆様方の利便性向上に大いに寄与することができたのではな

いかと評価をいたしているところでございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　合併特例債の使い道を見ていますと、毎年のように道路改良事業に充

てられてたのではないかなというふうに思っております。その中で、合併特例債がこの２０

年といった節目で、いよいよ一応の区切りを見る中でこの質問を起こさせていただいており

ます。 

　　６つ目としまして、来年度から５年間の新「町過疎地域持続的発展市町村計画」に盛り込

む施策のうち、欠くべからざるものとして、過疎対策事業債の発行を見込む、施策区分で言

うと交通施設の整備以外といったところで、今言っている道路改良事業以外といったところ

なんですが、大型ハード事業をひも解いてみますとどういったものがあるか、お示しくださ

い。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　過疎対策事業債でありますけれども、過疎市町村が過疎計画に基づき

まして行う事業の財源として、特別に発行が認められた地方債ということであります。過疎

地域の持続的発展の支援に関する特別措置法並びに過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法施行令において、対象施設等が定められております。本当にこの過疎債があればこ

そ、本町の施策が推進できているといっても過言じゃない。本当に感謝したい制度でござい

ます。 

　　今後の大型ハード事業といたしまして、新火葬場整備とか畑川ダム周辺整備において、過

疎対策事業債の発行を見込んでまいりたいと思っております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　今お示しいただいたように、やはり新火葬場のことが過疎対策事業債

において、多分目玉になってくる５年間になるのではないかというふうに思います。 

　　さらには、今までで言いますと、医師住宅であるとかそういったところにも病院の事業債
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と半分で充てられていたりいろいろするわけなんですが、今までやったら３８％使えていた

部分が、次は３８％というのはなかなか難しくなってくる。総額で言うと２０年間で３８億

円使えていたやつの毎年平均で出した分の、多分そんなに使えなくなってくるような状況に

なるのではないかと思います。 

　　そういったところから、もう一度改めて確認したいんですが、③のトレンド、これは物価

が上がっているといったところです。そして、⑤の合併特例債の発行が繰越し以外で不可と

なる。そして、今お示しいただいた過疎地域の計画のことを踏まえて、今後の道路改良事業

に関わる新規事業への影響をどのようにシミュレーションしているか。同事業は鈍化すると

の算段か。その際の鈍化具合はどのように見積もっているかお示しください。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　先ほど申し上げましたように、合併特例事業債は、道路改良事業にお

きましても非常に重要な財源であったことは事実でございます。 

　　今後、この財源が活用できなくなりますので、道路改良事業の進捗に影響が生じる可能性

があると考えておりますけれども、国や府の道路整備に関する補助制度を最大限に利活用い

たしまして、町の財政負担を少しでも軽減できるように事業を進めていく必要があると考え

ております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　社会資本整備総合交付金の防災・安全交付金に限っても、今後、ガソ

リン税暫定税率が廃止されるとかそういった動きがある中で、あれは１．１兆円ぐらいある

という話ですが、一般財源となってるので、道路特定財源として使われているわけではない

んですが、かなり１．１兆円分のしわ寄せが町の道路改良事業にも影響を及ぼす。全国的に

も社会資本整備総合交付金がどうなっていくかといったところもあるかと思うんです。 

　　そういったところから、一つ提案なんですが、ちょっと無謀な提案なのかもしれませんが、

一応聞いておきます。 

　　合併特例債発行の残りに鑑みて、区・自治会から提出されている道路改良要望を改めて吟

味し、本年度中に前倒しで合併特例債を主たる財源として事業化し、今後の計画的な執行を

標榜してはどうかと提案いたします。答弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　松山総務部長。 

○総務部長（松山征義君）　現在、合併特例事業債の発行残額が、一定程度、確保されている

状況でございます。 

　　この財源をどのように活用するかにつきましては、前提といたしまして、令和９年度への
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繰越しが基本的には不可能な状況となりますので、繰越しが生じる可能性が低い事業を選定

して、計画的かつ迅速に実施することが重要であろうと認識をいたしております。 

　　このような中で、比較的短期間で完了する道路の部分的な道路改修などは、繰越しを防ぎ

つつ、住民の皆様に早期に成果を実感していただけるものと考えておりますので、前向きに

検討してまいります。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　無謀な提案ではなかったようです。この補正予算を加味して、１億５，

０００万円ぐらいまだ残高があるのかなというふうに思いますので、できたら今後の状況、

過疎債の状況であるとか、物価高騰の状況であるとか、そして合併特例債がこういう状況に

ある。そして、社会資本整備総合交付金も、もしかしたらそういう状況になるかもしれない

といったことを踏まえて、やはりできること、そして、やらなければいけないことに有利な

財源を充てていくということが必要だと思いますので、担当課にはご迷惑をおかけするかも

しれませんが、ぜひ前向きに検討いただければと思います。 

　　３つ目に入ります。 

　　道路台帳のデジタル化についてです。 

　　まず１つ目、町における道路台帳の整備状況について網羅的にお示しください。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　現在、道路台帳システムを導入しておりまして、整備をして

いる状況でございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　それをどのようなサイズでプリントアウトするかにもよるかと思うん

ですけど、議会事務局に預けていただいてる道路台帳があるんですけど、とても見れたもの

ではないというか、老眼の関係と思うんですけど、なかなかあれをひも解くのは大変やなと

いうのが実感としてあります。 

　　そういったところで、もう少し聞きたいんですが、道路台帳閲覧・利用上の課題といった

ところです。例えば、町民の方が、ここの道路は町道やろか、違うやろかということを確認

しようとした場合、どのようなアプローチが可能なのかお示しいただければと思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　道路種別の確認につきましては、窓口またはメール及びファ



－１２８－

クスにて対応をしております。 

　　メール及びファクスにつきましては、確認する道路が明確となる位置図等を提供いただい

た後に、町道名を回答しております。 

　　窓口での対応につきましては、業務用端末にて、職員が印刷した台帳図の閲覧のみを可能

としております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　多分そういうことやったと思います。夜中に確認しようと思ってもな

かなかできない状況であったり、区長さんでも働かれていたら、役場に出向いたりとかメー

ルするのはなかなか難しい状況にあるかと思います。そういったところから、国や府の交付

金、例えば、新しい地方経済・生活環境創生交付金、いわゆるデジ田の交付金の第２次バー

ジョンですけど、そういったところを活用してやってるところもありますし、町においても

道路台帳のデジタル化を進め、簡単に言いますとホームページ上で閲覧できる環境を整えて

いくべきではないかと提案いたします。グーグルマップに落とし込んでいるような市町村と

かもかなりあるんですが、ああいったことであるならば、もしかしたらもっと費用が削減で

きるのかなという気はしてるんですが、それに取り組む労力が必要と思うので、そういった

ところも含めて答弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　現在、道路台帳のデジタル化につきましては考えてはおりま

せんが、町民の方の利便性向上のため、ホームページ等で町道路線図の閲覧ができる環境づ

くりにつきまして、研究を進めてまいりたいと考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　いろんな今の状況から考えて取り組めることもあると思いますので、

デジタル政策課もありますので、連携していただいて、いろいろと取り組んでいただけるよ

うなことを提案しておきます。 

　　４つ目です。 

　　町育英金について、これで３回目の質問になるんですが、３回目は大学院生に関しての質

問です。別に、私の娘が４月から大学院に行くことになったので、この質問をしようと思っ

たわけではないんですけど、一応、さらっと行きます。 

　　１番、大学院生は町育英金の対象外となっています。私も、実際に、大学生のときに旧丹
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波町の育成金を頂いて大学に通わせていただいて、３０年前に大学院に入学したときに既に

あったら、どれだけ助かってただろうというふうに思ってはいるんですけど、いまだにない

といったところから質問をしております。 

　　もう一回言います。大学院生は町育英金の対象外となっています。町育英基金条例にはそ

の目的として、「有能な人材を育成することを目的として、基金を設置する」とあります。

明確に書いてあります。国公私立大学の学部生では、有能な人材を育成することという目的

が達成可能であるが、修士課程の大学院生では、有能な人材を育成することができないとい

ったようなミスリーディングから対象外としてるのか。ちょっと聞き方が意地悪ですが、答

弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　本町の育英資金の支給は、経済的理由により就学困難な方を支援す

るという趣旨に基づき、高等教育終了までの支援を基準としてまいりました。 

　　その基準設定においては、これまでの社会状況では、大学や専門学校卒業までが一般的で

あったことを踏まえ、育英資金の対象にしてきたものと、私はそのように理解をしておりま

す。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　２つ目としまして、６年生までを支給対象としております６年制大学、

学部で言いますと医学部、これは皆さんご存じかと思います。獣医学部、薬学部、歯学部な

どの学生は、卒業によって、学士ではなくて修士相当の取扱いが一般的にされます。そして、

そのまま同系統の博士課程に進むことができます。この点からも、４年制大学卒業後に進学

した大学院修士課程の大学院生を、一部では対象としているような状況にあるのではないか

と考えますと整合性がなく、町が掲げる「教育と子育ての町」の理念とも矛盾しているので

はないか、そごが生じているのではないかと私は個人的に考えます。将来的な少子化の流れ

もしんしゃくし、大学院修士課程の２年間も、町育英金の給付対象に拡充すべく、評議委員

会で判断を仰いではどうかと提案いたします。答弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　医学部や薬学部等の特定の学部は、学校教育法第８７条第２項によ

りまして、６年間の修業が必要であると規定をされています。６年間の修業を経て学士の学

位が与えられるということになっております。そうしたことも踏まえまして、令和７年度の

本町の育英資金の募集分より、そうした学部の６年間を育英資金の対象に含めることとして
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おります。 

　　また、ご質問の医学部等におきまして、大学院に進学した場合、６年間の修学をしており

ますので、修士課程を飛ばし、博士の学位が授与されるということになっております。これ

は医療分野の学部の特殊性から、高度な研究力や専門的知識及び能力を身につけるという、

本来、修士課程の目的としているところを、既に６年間の修学の中に含んでおりますので、

それらを含めた上での学士の授与というふうに考えております。そうしたことから、他の学

部の４年制大学の修士課程とは別の考え方によってるのではないかというふうに理解をして

おります。 

　　ただ、ご提案をいただきました、広く大学院生を育英資金の対象とするというご意見につ

いては、育英資金評議員会において検討をしたいというふうに思います。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　判断を仰ぐ機会はつくっていただけるといったところで、ここはもう

さらっと終わっておきます。 

　　５番目です。 

　　町日常生活用具給付事業についてです。 

　　この質問を起こした私のきっかけとしましては、インターネットで地方議員とアクセスが

取れる「イシューズ」というサイトがあるんですが、そこ経由で、京丹波町何々地区在住の

方から、このような提案をしてほしい、要望があるというようなメールが送られてきまして、

それで取り組むことにしました。実際、「イシューズ」というチラシは、議会の事務局に青

いポストが各議員にあるんですけど、つい１か月前ぐらいに放り込まれていたので、皆さん、

ご覧になって登録されようとしてる方もいらっしゃるかと思うんですが、そういったところ

から、私の中では、町政懇談会とかになかなか行けないような方が、そういったツールを通

じて要望されてきたことが質問になってるのではないかというようなことを思っております。

その中で、７つ提案を含めて質問をしていきますので、答弁をまた求めていきます。 

　　まず、１つ目としまして、町障害児（者）日常生活用具給付事業の目的と給付している用

具等種目の主な内容（区分）についてお示しください。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　京丹波町障害児（者）日常生活用具給付事業につきましては、

地域生活支援事業の一つといたしまして、障害者や障害児の日常生活上の便宜を図るために

必要な用具を給付したり、住宅の改修を行ったりすることで、その福祉の増進を目的とする
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事業でございます。 

　　給付する用具の主な区分及び種目につきましては、自立生活支援用具では入浴補助用具、

排せつ管理支援用具では紙おむつやストーマ装具等となっております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　今ひも解いていただきました。それで思い出したんですが、町民の方

からお教えいただいたんですけど、要綱の中に洋式トイレとあると思うんですけど、今聞い

てもらったら、和式に対する洋式とみんな大体思われると思うんですけど、漢字が様子の

「様」になってます。また確認していただいて、必要だったら直してください。私が知らな

いだけで、もしかしたら様子の様を使った様式トイレというのがあるのかもしれないんです

けど、一応付け加えておきます。 

　　２つ目としまして、給付対象に加える（または、加えない）用具等種目の選定・非選定基

準、決定プロセスについてお示しください。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　国は、障害者等が安全かつ容易に使用できて、実用性が認め

られるもの、障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進す

ると認められるものなど、日常生活用具の要件を示しております。 

　　給付対象の種目とするかどうかの決定につきましては、こうした要件と制度の目的等を勘

案し、個別に判断することになるかと考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　やはり国の基準というのが一つ準拠しているところが大きいのかなと

思うんですが、その中でも、個別にこういうのは必要やということは判断してるんやといっ

たところも答弁いただいたと思います。 

　　実際、今、給付対象外の用具等種目に関する相談とか要望があった場合、どのように対応

しているのか答弁をください。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　給付対象外の用具等に対する相談や要望があった場合には、

例えば、補装具費の支給など他の制度で目的を達成することができないかを検討し、該当制

度がない場合には、他の市町村での日常生活用具給付事業の実施状況等を参考に、対象の種

目とするかどうかの判断を行うことになると考えております。 
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　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　対象になっていない場合でも、要望があった場合、相談があった場合、

そういうふうに取り組んでいただいているということは、非常に町民の方に寄り添った対応

になってるかと思いますので、ぜひそれをまた膨らましていっていただけるような提案にな

ればというふうに思っております。 

　　４つ目としましては、用具等種目に対する公費負担限度額の定め方はどうなっているのか。

また、昨年度、額を増やして見直しが行われているかと思いますけど、その見直しがなぜ行

われたのかといったところをお示しください。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　現在、日常生活用具給付事業の単価（給付基準額）につきま

しては、事業の実施主体である各市町村において決定することとなっております。 

　　本町では、長年単価の改正ができておらず、京都府内の他の市町村とも金額の乖離が生じ

ておりましたので、他の市町村で決定されている給付基準額を参考に、改正を行ったところ

でございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　改正を行っていただいて、より実勢に近づいた価格になったのではな

いかなというふうに思っておりますので、よかったなというふうに思っております。要綱な

どを調べる中で、こういったところにもたどり着きましたので、その理由をお示しいただこ

うと思って質問を起こしております。 

　　続きまして、５つ目ですが、同一（類似）用具等種目で、今言った日常生活用具給付事業

と町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の基準額に差異が見つかってしまいまし

た。これがあるのはなぜかお示しください。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業につきまして

は、京都府が統一した基準単価を決定しておりますが、障害児（者）日常生活用具給付事業

は、国等から統一した基準額が示されておらず、実施主体である市町村が単価（給付基準額）

を決定しており、金額に差が生じていると考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 
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○１番（山﨑裕二君）　国のほうでも見直しが行われる可能性はもちろんあるとは思いますが、

やはり同じ車椅子であっても違う単価であるところは、町として同じ車椅子を給付するので

あるならば、見直さないかんところと思いますので、担当課は健康推進課になるかと思いま

すけど調整していただいて、取り組んでいただきたいなというふうに付け加えておきます。 

　　６つ目としましては、障害児（者）や家族の方々への日常生活用具給付事業に関する情報

があるかと思うんですけど、周知方法についてどのようにしているかお示しください。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　町では、ホームページによる周知や窓口における相談に対し

て対応をしております。 

　　また、相談支援事業所の相談員の方が本人やご家族から要望を聞き取られまして、制度の

案内をいただく場合もあるかと考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　それでは、７つ目の提案なんですが、先ほどちょっと提案の含みにな

るような答弁も漏れ聞こえてきたかなと思うんですが、それとそごがなかったらいいなと思

うんですけど、技術的進歩が目覚ましい支援機器などの動向やニーズに即応できるよう、粒

度を上げ、要するに網目を細かくして、漏れがないようにといったところかと思います。用

具等種目などの見直し（追加）を、速やかに行える体制を構築していくべきではないかと提

案いたします。答弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　原澤福祉支援課長。 

○福祉支援課長（原澤　洋君）　支援対象となります種目や単価（給付基準額）につきまして、

他の市町村における制度内容に関する情報の収集に努めまして、事業の適切な水準を保ちま

すとともに、住民のニーズの把握にも努めてまいりたいと考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　この質問事項の冒頭に申し上げましたように、インターネットを通じ

て要望をいただいた内容をお示ししますと、介護用のだっこひもを日常生活用具給付事業に

加えてほしいといったような要望が届いておりました。実際調べてみますと、各市町村によ

って介護用だっこひもは、多くはないんですけど年々増えている。最新で見れたところで言

いますと、１００市町村ぐらいはその対象に加えているといったようなところも確認できま

した。ホームページ上でそういった市町村をまとめているサイトもありました。 
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　　そういったところから、切実な要望だったと私は思いますし、アクセスしてきた方法が私

からしたら、２年半、３年ぐらい前に京都新聞の夕刊にその記事が載ってて、これは登録し

とこうかなと思って登録して、登録したら事務局の方から、京丹波町のような小規模な市町

村の地方議員のお役に立てるまではまだまだ時間を要するかもしれません。ただ、こうやっ

て登録いただいたことによって、無料で提供してもらうセミナーとかを議会議員同士で見た

りしてるんですけど、そういったところもありますし、有効に活用していただけるように、

またブラッシュアップしていきますというなことを事務局の方から電話いただいて、それか

ら３年ぐらいがたつかなと思って、その中で、初めてそういった要望が通じて届いたので、

これはやっぱりどうにかしてでも、今回、一般質問しとかなあかんかなというような思いで

させていただきました。そういったところも含みおいて、それだけではないと思いますけど、

より町民の方に寄り添った福祉であることを願っております。 

　　それでは、最後の京丹波イノベーションラボについてです。 

　　官民連携プロモーション組織の京丹波イノベーションラボは、タウンプロモーション戦略

を検討する合議体としてのルーツを持ちつつ、もともとはこれで始まったのかなというふう

に思っておりますが、この戦略の策定のみにとどまらず、例えば、クリスマスマーケットな

どのイベント主催、小・中学校、高校、大学との連携など、これまでとは一線を画した新し

い切り口での事業をふ化してきた。卵をかえしてきたというふうに思っております。一連の

取組をどのように評価しているのか答弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　京丹波イノベーションラボでございますが、令和５年からプロモーシ

ョン戦略の策定に向けた合議体として、活動を続けてきていただいたところでございます。 

　　戦略策定した後は、今おっしゃったようにクリスマスマーケットなどのイベント主催とか、

あるいは地域の教育機関・国内外の大学との連携を通じた町の認知を一層深めていくこと、

あるいは若年層のまちづくりへの参画、さらには、民間資源の活用などに対しまして、前例

のない新たな着想でいろんな事業を進めていただきました。これは他の自治体には見られな

い非常に先駆的な取組だと、私は高く評価をしておりますし、また、一定の成果を上げてき

たと考えております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　このイノベーションラボ、イノラボというような略称で呼ばれますが、

やはり近隣市町村でラボというような行政の関係してるような組織ができると、一体何をや

るラボなんやろうかと。ラボは実験室とかそういう意味なんですけど、そういうふうに思っ
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て見るようになりました。その中で、やはり京丹波町のイノベーションラボというのは、特

筆すべき成果を令和５年度から生み続けてるんじゃないかなというふうに思っております。 

　　その中で、２つ目ですが、昨今、須知高校生が京丹波イノベーションラボの活動を体感し

て、刺激を受けて、自主的にイノベーションラボ部、部まで言っていいのか、高校生版イノ

ベーションラボとか呼び方はいろいろあると思うんですけど、創設し、組織化し、須知高校

の活性化を中心とした地域課題の解決に向けたアクションを行っている点は、特に刮目に値

すると思っております。この前も、来年受験の中学３年生とかに向けて、須知高校はすごい

んやでというような主体的な取組も取り組んでいただいたりして、４０人ぐらいの参加者が

あったんじゃないかなと思うんですけど、好評を博したといったところもあるかと思います。

こうした活動は、教育的な見地からも、極めて有意であると考えますが、町としての認識を

町長に答弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　須知高校の生徒も、イノベーションラボの活動にいたく刺激を受けま

して、共鳴をし、そして、自ら課題を見いだして解決に向けて行動している点は、教育的に

も地域づくりの観点からも極めて意義の深いことだと思っておりますし、町としても高く評

価しておりますし、また、こうした発想なり活動というのは、非常に全国的にも京都府内的

に見ても珍しい事例なんじゃないかと思っておるところでございます。 

　　生徒数が減少するという課題解決への取組の中で、こういう主体的探求が生まれてきたと

いうことは、官民の枠を超えた、タウンプロモーションの大きな成果だろうと思っておると

ころでございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　以前、伊藤議員が、須知高校にｅスポーツ部をつくったらどうかとい

うような提案をされたことがあると思うんですけど、ｅスポーツ部はまだできていないわけ

なんですけど、イノベーションラボ部ができたということは、須知高校を選択する生徒にと

ってはかなり魅力じゃないかなと。私の息子も受験生なんですけど、今のところ須知高校が

第１志望みたいなんですけど、できたらイノベーションラボ部の活動に入れてもらえるよう

なものになればいいなというふうに思っているところです。かなり期待しています。 

　　３つ目としまして、７月１日と書いていますけど、定款を見たら６月の中旬になるかと思

いますので、ちょっとそごがあったかもしれません。京丹波イノベーションラボは、行政組

織の一部としての体制から、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）化しました。様々なスキル

や専門性を備えた町内外の若者など、多種多様多彩な人材が、これまでどおり有機的に関わ



－１３６－

りながら、町に軸足を置いたプロジェクトを進める地域に根差したＮＰＯ法人へと転身した

ことは、今後、一層の注目を引くと予期します。同組織の法人化の意義をどのように見据え

ているか答弁を求めます。 

○議長（梅原好範君）　片山商工観光課長。 

○商工観光課長（片山　健君）　議員おっしゃるとおり、イノベーションラボの法人化は、役

場内の一組織から、地域に根差した自立的な実装主体へと位置づけを明確にするものである

と認識しているところでございます。 

　　官民・世代を超えた多様な人材が、継続的に関われる受皿を整えることで、その機動力と

専門性を生かしまして、町に軸足を置いたプロジェクトを持続可能に進める仕組みとなった

と認識しているところでございます。 

　　また、今後は、責任の所在の明確化ですとか成果の可視化を行っていくべきだというふう

に考えているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　４つ目ですが、公共サービスが必然的にはらんでしまうジレンマ、な

かなか一言では言いにくいですけど、あるかと思います。担い手不足に端を発する地域課題

の深刻化、さらには、重なってるような複層化などの課題を、従来の発想に固執せず、スピ

ーディーにひも解いていくには、行政単独ではおのずと限りがあり、できないことはないと

思ってますけど、触媒となる存在が渇望されるというふうに思っております。とりわけ、関

係人口創出といった観点から、京丹波イノベーションラボに期待する役割を力強く表明くだ

さい。 

○議長（梅原好範君）　片山商工観光課長。 

○商工観光課長（片山　健君）　法人化後の京丹波イノベーションラボにつきましては、行政

だけでは届かない外部の人材・企業・大学と地域の課題を素早く結びまして、関係人口を

「知る」から「関わる」「担う」へと自然に進める触媒としての役割を期待しているところ

でございます。 

　　現場の困り事を可視化して適材へ橋渡しし、関係人口となり得る人材の短期滞在や副業、

オンラインなどの多様な関わり方を用意しまして、成果を事業・寄附・投資へとつなげて、

担い手の裾野を広げていく役割を期待しているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 



－１３７－

○１番（山﨑裕二君）　短期的にも中長期的にも期待できる役割というのはかなりあるのかな

というふうに思って、今後を見ていきたいなというふうに思っております。 

　　最後の質問ですが、町のサステーナブル（持続可能）な発展のためには、イノベーション

ラボというのは、単なる委託先の一つとしての視座ではなくて、官民連携の新たなフェーズ

（段階）に入った先駆的、戦略的なパートナー（まちづくりの共創者）として、今までにも

増して、京丹波イノベーションラボとの協働体制を築いていくべきだと強く主張します。町

としての方針についてお示しください。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　京丹波イノベーションラボは、官民連携組織ゆえのアイデア力と機動

力がございますので、そうしたものをフルに生かしていただいて、町とともに現場を動かす、

いわゆる伴走役と私は考えておるところでございます。 

　　町としては、こうした民間で積極的なまちづくりを考えていこう、やっていこうと、そう

した動きを私は励行していきたいと思いますし、必要な制度・情報、あるいはネットワーク

を共有しながら、共にまちづくりを進めていきたいと考えております。 

　　今後、公共性と透明性ということは非常に大事ですから、そういったことを保ちながら、

住民の皆様方の利益につながる形で、必要な取組を進めていきたいと思っております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○１番（山﨑裕二君）　今まで一通り聞いてきた中で、最後の質問にもありましたように、ほ

かの議員の方も質問されたように、関係人口という言葉があると思います。その中で、関係

人口といった場合、ただ単に独り歩きするような言葉になってしまいがちなんですけど、一

つイノベーションラボに期待できるならば、観光協会とかいろんな外部団体がつくった観光

案内所というものが世の中にはいっぱいあると思うんですけど、京丹波イノベーションラボ

には、まずは関係案内所の役割を持ってもらえるんじゃないか。そこから取っかかりとした

町との結びつきであるとかそういったところがあるかと思います。あと２か月で議会議員の

任期を終えるに当たって、まだまだ京丹波町の発展を願ってやまないわけなんですけど、そ

ういったところで推進力になっていただけるように期待して、今回、私の２期目の１６回目、

通算３２回目の一般質問を閉じたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（梅原好範君）　これで山﨑裕二君の一般質問を終わります。 

　　次に、畠中清司君の発言を許可します。 

　　３番、畠中清司君。 

○３番（畠中清司君）　ただいま、議長の許可を得ましたので、通告書に従いまして一般質問
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をさせていただきます。 

　　今回は、住民健診について、防犯推進委員について、広報印刷物のデジタル化について、

全国都市緑化フェアについての４項目について、質問をさせていただきます。 

　　質問事項１、住民健診について伺いたいと思います。 

　　住民健診は、住民の健康状態のチェック、がん・生活習慣病の早期発見、医療費の抑制・

健康寿命の延伸などを主な目的として行われています。多くの項目は無料から数百円程度の

自己負担とされていて、がん検診など一部の検査は、自己負担１，０００円から２，０００

円程度の場合があります。実施時期・申込方法は年に１回、春から秋頃に集中して実施され、

受診券や案内が市町村から郵送されます。会場型（公民館や保健センターなど）、また、医

療機関型（指定病院）で受診があります。予約が必要な場合もあります。メリットとして、

市町村が実施するため低価格で信頼性が高く、年齢や性別によって内容が異なり、自分に必

要な診察だけが効率的に受けられます。保健指導や再検査も案内され、生活習慣病やがんの

予防・早期発見に有効であります。 

　　令和７年度、今年度の健診受診は、６月１０日から７月６日までの１７日間、３会場で行

われました。 

　　そこで、（１）としまして、今年度の町の住民健診を受けられた方は、男女別で何人だっ

たのか。そしてまた、昨年度と比較しての増減はどのようになっているかお伺いしたいと思

います。 

○議長（梅原好範君）　宇野健康推進課長。 

○健康推進課長（宇野浩史君）　令和７年度の住民健康診査に係る受診者数は、現在、集計中

であり確定しておりませんが、速報値で健診会場への来場者は２，９６６人となっておりま

す。男女別の人数につきましても確定しておりませんので、昨年度の男女比により算出をい

たしますと、男性は１，２７５人、女性は１，６９１人となります。 

　　昨年の受診者数は３，１０２人であり、令和７年度の速報値との比較によれば１３６人の

減少となります。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　（２）番としまして、私もそうなんですけども、二次健診が、毎回、

年とともに引っかかる率が高くなって、受けたいけども受けられない、受けられないという

か、自分自身のことでですので、受けるのが当たり前なんですけども、京丹波町病院ないし

はほかの医療機関へ行くことがなかなかおっくうな人が多いような、私は認識をしておりま
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す。 

　　そこで、（２）としまして、二次健診が必要となった方は何人おられるのか。そして、再

診の項目として何が一番多いと考えられるのか伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　宇野健康推進課長。 

○健康推進課長（宇野浩史君）　令和６年度の数値となりますけれども、二次健診、すなわち、

要精密検査の対象の方は６４７人であります。 

　　検査の項目で最も多いものは貧血、次いで腎機能、脂質の順番となっております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　続きまして、毎年度と思うんですけども、再診の受診率が伸びていな

いと思うんですけども、その原因はどこにあるのか。分かれば教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（梅原好範君）　宇野健康推進課長。 

○健康推進課長（宇野浩史君）　精密検査の受検率が伸びないことにつきましては、年齢層別

では、後期高齢者の受検率は７割であるのに対しまして、１９歳から３９歳までの基本健診

対象者の受検率が３割にとどまっていることが、主な原因であると考えます。 

　　若い年齢層が３割にとどまっている理由としては、症状がない、仕事の都合などを理由に、

精密検査を受検していないということが推測をされます。 

　　健康への意識が、ほかの年齢層より低い傾向にあるのではないかなというふうに考えてお

ります。 

　　今年も、精密検査の紹介状の発送を行った後、１１月頃に未受検者に対して受検への勧奨

を実施いたします。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　今、健診の結果が各個人宛てに配布されて、結果説明会に行かれると

思うんです。毎日飲酒を欠かさずして、そして運動もせずに、メタボの体型、大体、年とと

もにそういう形になってくるんですけども、多くの方が健診の結果から、思い当たることは

本人さんもかなりあると思うんですけども、生活習慣を改めるとリスクが４９％減りますよ

というような格好で看護師さんのほうから指導を受けたというふうに言われてます。そして

また、毎年同じようなことを言われても、私もそうなんですけども、聞き流していたという

ことで、数値で突きつけられるとかなりの方がショックであると。前年対比、それから、一
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般的な数値を突きつけられるとショックであったと言っておられます。 

　　そこで、４番目としまして、健康診断を有効活用して健康づくりへの意識を向上させるこ

とが健診の意義を高めると考えますが、意識の向上に向けた取組について伺いたいと思いま

す。 

○議長（梅原好範君）　宇野健康推進課長。 

○健康推進課長（宇野浩史君）　住民健診の取組では、受診年齢を１９歳からとして、若い年

齢層への受診機会を提供しており、積極的な受診を勧めております。 

　　また、全地区の公民館等で実施する健診結果説明会のほかに、働く世代にも多く参加して

もらうため夜間の説明会も実施しております。 

　　さらに、健診結果返却時には、健康について考えるきっかけになればとしてウェルネス京

丹波ポイント事業のチラシを同封するということもしております。 

　　これらの健康診断に関わる取組は、住民の健康づくりへの意識向上につながるものである

と考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　先ほど、数字で突きつけられるとなかなかよく分かって治したいなと

思う人が多いと言いましたけども、ここ数年、急速にＡＩの普及によって、健診の結果から

疾病リスクを予測するシステムの開発が全国的にも増えているということで、膨大な個人の

データを有効活用して、健康づくりへの意識を向上させることが健診の意義を高めるとも考

えられています。 

　　そこで、５番目としまして、予防医療時代への手助けとして、個人の健康データを蓄積し

て治療の質向上、発症前の予兆検知を見える化し、ＡＩを活用した取組が私は必要と考える

んですけども、見解を伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　宇野健康推進課長。 

○健康推進課長（宇野浩史君）　健診データは、マイナポータルに蓄積をされておりまして、

個人でも閲覧できるようになっております。 

　　また、ＡＩの活用につきましては、市町村が活用をするとなれば、どのようなものとなる

のか、国などの情報を収集してまいりたいと考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　今のＡＩ検知が運用できたとしたら、患者ごとに発症を予防するため
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の適切な生活習慣の改善方法が提案できて、医師の支援に生かすことも私はできると考えま

す。医療従事者の負担軽減や地域医療の格差解消にもつなげられると考えます。ＡＩの力を

借りながら、暮らしの中でも、効率的に健康管理ができる未来は私は近づいていると思いま

す。 

　　それでは、質問事項２、防犯推進委員について伺いたいと思います。 

　　（１）京都府南丹船井防犯推進委員協議会は、現在、京丹波町に３支部あり、そのうち、

瑞穂支部は平成６年４月に活動を始めまして、全員が青色防犯パトロール従事者として活動

されております。防犯推進委員の役割について伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　防犯推進委員の皆さんには、犯罪のない安全・安心なまちづくり

を目指しました、自主的な防犯活動を展開いただいておりまして、取組を通じまして地域の

犯罪被害防止に向けた役割を担われております。 

　　以上でございます。 

○３番（畠中清司君）　（２）としまして、防犯推進委員さんの資格や条件について伺いたい

と思います。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　条件に関しましては、活動の意欲でありましたり能力のある方、

地域の活動に熱心な方、地域の実情に精通している方など、地域安全運動に理解が深く活動

的な人などとされておりまして、２年間の任期で、管轄する地域の警察署長と防犯協会会長

から委嘱を受けられております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　（３）としまして、地域社会の安心・安全を守る上で、非常に防犯推

進委員は重要な存在であると考えます。広域交流・ノウハウを共有して、フォーラム発表に

よる他支部との情報交換によりまして、各支部が連携して防犯意識の向上を図っていくこと

が私は必要であり重要と考えております。防犯活動の取組内容を伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　全支部の防犯推進委員さんが集まって防犯活動に関する意思共有を図

る総会をはじめ、青色防犯パトロールや通学路等における子ども見守り活動、イベント等で

の広報啓発、防犯教室等での防犯寸劇など、事務局である南丹警察署あるいは関係機関と連

携をされて、地域の防犯力強化に向けご尽力をされております。これら全てボランティア活
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動でございまして、本当に心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　今、町長言われたように、２０２４年５月１０日に、委嘱式において、

瑞穂支部の２０名のメンバーの方が特殊詐欺対策をテーマにした防犯寸劇を披露されました。

地域の意識向上に努めておられます。２０２４年７月６日に近畿ブロックの防犯ボランティ

アフォーラムがあったんですけども、防犯寸劇で地域の防犯力を高めると題して発表をされ

ました。フォーラムでも好評を博しておられます。 

　　そこで、（４）としまして、瑞穂支部は各地域のサロンなどで、防犯寸劇と講演に取り組

んでおられます。防犯寸劇、講演などの活動に対しまして、支部への補助金に上乗せして補

助する考えはあるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　瑞穂支部におかれましては、駐在所員の方と合同でオリジナルの

防犯寸劇の上映を続けられており、参加されておられる方からは「楽しくて、分かりやすく

て、勉強になる」と大変好評であると聞き及んでおります。 

　　先ほどもありましたけども、防犯推進委員の皆さんは、ほぼボランティアとして活動をい

ただいており、大変お世話になっておりますが、負担金に関しましては、地域の防犯活動に

対する支援として各支部に５万円を支出していることから、現状といたしましては、この範

囲内で活動いただきたいと存じます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　中には、働きながらやっておられる方もあると私は聞いております。

その方が途中仕事を抜けて、ボランティアとして防犯寸劇をどこかのサロンとかでやってお

られると私は聞いております。これからも地域に根差した警察・自治体との連携には、防犯

推進委員さんの力がかなり必要だと思います。今、その中でというような課長答弁もありま

したけども、ぜひともご検討のほどよろしくお願いいたします。 

　　それでは、３番の広報印刷物のデジタル化について伺いたいと思います。 

　　（１）広報印刷物は、多くの自治体が紙媒体の配布を地域の区長さん宛てに依頼をしてお

りますが、近年、役員の高齢化などで配布が難しい地域があります。現在、人口減少と高齢

化が進み、地域住民の支え、組織が弱体傾向にあり、自治会活動の維持が課題となっており

ます。社会環境は、非正規雇用の増加や単身世帯の増加を背景に、孤立・孤独や要介護リス

クなどが深刻化して、地域の安心・安全を支える自治会の役割はますます重要であります。 
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　　広報の配布における自治会などの地域コミュニティの希薄化や担い手不足について、町と

しての認識を伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　広報等の行政文書の配布につきましては、毎月１回、各区自治会

等を通じまして配送をお世話になっておりますが、議員おっしゃいますように、高齢化等が

進む中で、区長様や配送に関わる皆様のご負担となっていることは認識しております。各課

や関係団体におきましては、配布物の削減や集約等によりまして、送達文書の量を減らすよ

うに努めていただいてる状況でございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　続きまして、２番目の広報の配布に関しまして、町として各自治会、

地域などを支援する施策について伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　行政文書の配送に係る委託料といたしまして、これは年間を通じ

てでございますが、各区自治会に対しまして、均等割として３万円、配布部数割としまして

１戸当たり６００円をお支払いしております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　（３）広報物の役割について伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　広報の配布物等につきましては、町民の皆様に対しまして、必要

な情報でありましたり事業の内容等を周知させていただくとともに、町政や関係団体の取組

に関心を持っていただくことが主な役割であると考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　高齢者は、どちらかというと紙の媒体を好む傾向がありますし、また、

若年層は、スマホ中心で読まれてるというようなことが伺えると思うんですけども、それと、

言語や文化の違いなどにも今後は対応していかないことには、普通にやっておれば、配布物

を読まない人がかなり出てくるんじゃないかなと思います。 

　　（４）として、町政への理解を深めるためにも、広報物を広く住民に届ける体制づくりが

私は必要だと考えますが、見解を伺いたいと思います。 
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○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　先ほど申し上げましたような方法で、紙ベースの場合は、毎月１

回、各区長様を通じて配布をさせていただいておりますが、その集約化にも努めているとこ

ろでございますが、なかなか減少していないというのが現状でございます。加えまして、町

からのお知らせや行事の案内につきましては、随時、町のホームページやあんしんアプリ、

自主放送番組等によりまして、広く町民の皆様に広報をさせていただいておる状況でござい

ます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　５番目として、今後、住民の方もデジタル化をというような方も私は

聞いてるんですけども、デジタル化の流れは私は止められないと思うんです。自治会などで、

私の地区だけデジタル化をテスト的にやってほしいという声が上がりましたら、身近なとこ

ろからデジタル化を推進できないかと私は考えてます。今後、町のモデル事業として後押し

をする考えはないか伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　松山総務部長。 

○総務部長（松山征義君）　行政文書の配送方法につきましては、行政内部でも検討を始めて

おります。現在、行っている町のホームページ、京丹波あんしんアプリ、自主放送番組等に

よるお知らせのほか、お知らせする文書の整理を行うなど、様々な意見も伺いながら進めて

いくべき事項であるというふうに考えております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　ありがとうございます。 

　　若年層やスマホ利用者への情報到達性の向上、インターネットやスマホの普及、紙媒体の

閲覧率の低下、ペーパーレスなど、今後も、デジタル化については、町のいろんなこともデ

ジタル化になっていくのと同じように、紙媒体からデジタル化に可能な範囲で取り組んでい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

　　それでは、４番目、全国都市緑化フェアについて伺いたいと思います。 

　　日本の原風景とも言える農村・里山など緑豊かな自然が広がる京都丹波において、恵まれ

た環境と文化的価値、その魅力を地域に暮らす人々と訪れる人々が共に享受し、新たな地域

振興のポテンシャルを生む機会をつくるとともに、都市と農村の交流を促進し、心豊かなラ

イフスタイルによる新たな時代の幸福社会の実現に寄与することを目的として、全国都市緑
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化フェアが開催されます。 

　　そこで、（１）「全国都市緑化フェアｉｎ京都丹波おもてなし風景交付金」の対象事業団

体の募集が、５月３０日を締切りとして行われました。応募団体、交付決定団体数を伺いた

いと思います。そしてまた、そのうち、町内の団体数も併せて伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　第４３回全国都市緑化フェアｉｎ京都丹波実行委員会事務局

のほうに確認しましたところ、応募団体及び交付決定団体は、ともに２０団体です。 

　　うち、京丹波町内の団体数は２団体です。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　再質問で、先ほど町内の団体が２団体という答弁をいただきましたけ

ども、どの地区でどのような内容の事業が採用されたのか伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　京丹波町内におきましては、丹波地域で２団体の採用となっ

ております。 

　　内容としましては、花の植栽またはプランターによる花の植栽をされることとなっており

ます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　それでは、（２）の「おもてなし風景交付金」の応募の要件を伺いた

いと思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　おもてなし風景交付金は、美しい景観で京都丹波フェアを盛

り上げ、来訪者が満喫できる花の植栽をする団体に交付されるものでございます。 

　　対象団体は、京都丹波地域を主な活動範囲とする団体でございまして、対象事業は、一つ

目に、植栽した花が公道から展望できること。二つ目に、花の植栽や来訪者増加について、

地権者や近隣住民等の合意形成が図られていること。三つ目に、植栽する花は９月中旬から

１１月上旬に開花する見込みのものとすること。四つ目に、令和７年度と令和８年度に継続

して実施することが要件とされています。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 
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○３番（畠中清司君）　（３）としまして、採用となった団体に対して、町として今後の関わ

り方はどのようになるのか。そしてまた、不採用となった団体があるのかどうか分かりませ

んが、どの条件がクリアできずに不採用となったのか伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　行政が実施しております全国都市緑化フェアの活動に、ご賛

同を得ている団体と考えておりますので、緑化フェアを共に盛り上げていけることに期待を

しているところでございます。 

　　また、おもてなし風景交付金につきましては、不採用となった団体はございません。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　（４）としまして、全国都市緑化フェアｉｎ京都丹波にぎわい事業交

付金の対象事業団体の募集が、６月２０日を締切りとして行われました。同じように、応募

団体と交付決定団体数を伺いたいと思います。そのうち、町内の団体数も併せて伺いたいと

思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　こちらにつきましても、緑化フェア実行委員会事務局に確認

をしましたところ、応募団体２５団体に対しまして、交付決定団体は１５団体でございます。 

　　うち、京丹波町内の団体につきましては、応募団体２団体に対し、交付決定団体も２団体

でございました。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　これも同じように再質問で、先ほどの町内の団体が２団体という答弁

をいただきましたけども、どの地区でどのような内容の事業が採用になったのか伺いたいと

思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　こちらのにぎわい事業交付金につきましても、京丹波町内で

は丹波地域で２団体の採用でございました。一つの団体につきましては、土や花に触れる喜

びや楽しみを知っていただくため、花に興味を持っていただくために植栽体験イベントを実

施されることとなっております。もう一団体におきましては、地元の神社保存委員会が実施

されます、曳山事業を通じまして、来訪者との交流を深め、交流人口の増加を図るという内

容となっております。 
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　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　（５）としまして、にぎわい事業交付金の応募の要件を伺いたいと思

います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　にぎわい事業交付金は来訪者が京都丹波の魅力を体験、体感

できる交流イベントを実施する団体に交付されるものとなっております。対象団体は京都丹

波地域を主な活動範囲とします非営利の団体であり、対象事業は、一つ目に、イベントと京

都丹波フェアの情報を積極的に発信すること。二つ目に、参加者が地域住民と交流できる仕

組みがあること。三つ目に、イベント終了後も参加者に地域情報を発信できる仕組みが、あ

ることが要件とされています。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　先ほどと同じように、（６）としまして、採用となった団体に対して

の町としての今後の関わり方、そしてまた、不採用となった団体があった場合は、どの条件

がクリアできずに不採用になったのか伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　おもてなし風景交付金の採用団体と同様に、行政が実施いた

します全国都市緑化フェアの活動にご賛同を得ている団体と考えておりますので、緑化フェ

アを共に盛り上げていけることに期待をしているところでございます。 

　　また、にぎわい事業交付金につきまして、不採用団体は１０団体ございました。 

　　理由といたしましては、予算額を超える応募がございましたので、緑化フェア実行委員会

の審査委員会におきまして、募集要項にある審査基準に基づき審査し、採点合計の上位１５

団体を選定したためでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　７番目としまして、来年度も、おもてなし風景交付金とにぎわい事業

交付金対象事業団体の募集を行うのか伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　来年度も募集する予定とされています。 

　　以上でございます。 
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○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　再質問で、来年も行うのは、時期的には今年度と同じような月を予定

されているのかどうか、伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　小松土木建築課長。 

○土木建築課長（小松聖人君）　募集時期につきましても、本年度と同様と伺っております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　どっちも２団体ということで、少ないのか多いのか普通なのか、ちょ

っとよく分かりませんけども、来年度もやられるということですので、８番目としまして、

今後、募集があれば、多くの町民の方に応募していただけるような要件が私は必要じゃない

かなと思うんですけども、見解を伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　栗林産業建設部長。 

○産業建設部長（栗林英治君）　現時点では、団体に対する募集のみとされているところでご

ざいますけれども、事務局側で、一定、募集要項的なものを見直すというところも聞いてお

るところでございますので、今後、来年度に向けて、また詳細については報告があるという

ように思っております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　９番目としまして、今後、おもてなし風景交付金とにぎわい事業交付

金以外に、全国都市緑化フェアの啓発のための交付金事業などは予定されているのかどうか

伺いたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　栗林産業建設部長。 

○産業建設部長（栗林英治君）　現在のところは、両交付金以外の事業は予定は聞いていない

ところでございますけれども、また新しい情報が入り次第、皆さんに周知をしたいというよ

うに思っております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　畠中君。 

○３番（畠中清司君）　これで質問は終わりなんですけども、京都丹波フェアの事業全体を通

じて、積極的に環境に配慮した取組を行うことで、地域の環境の再認識につながったり、ま

た、かけがえのない地域の環境を守っていくことの大切さが共通の認識であり、次の世代に

継承されて活動が継続していくことなど、京都丹波フェア開催の効果を一過性で終わらせな
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いことを念頭に、フェアで行うような取組がレガシーを創出して、フェア閉幕後の京都丹波

地域の持続的な発展や、活性化につながるような事業展開をよろしくお願い申し上げまして、

私の一般質問は終わりたいと思います。 

○議長（梅原好範君）　これで、畠中清司君の一般質問を終わります。 

　　これより暫時休憩に入ります。再開は３時１５分とします。 

休憩　午後　２時５６分 

再開　午前　３時１５分 

○議長（梅原好範君）　休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

　　次に、山﨑眞宏君の発言を許可します。 

　　２番、山﨑眞宏君。 

○２番（山﨑眞宏君）　議席番号２番の山﨑眞宏です。 

　　議長より発言の許可を得ましたので、発言させていただきます。 

　　今回は５項目挙げております。 

　　事項１、通学・通学路の安全対策について、事項２、京丹波町病院の充実について、事項

３、道の駅施設・指定管理者制度について、事項４、庁舎利用機能について、事項５、企業

版ふるさと納税についての５項目について、質問させていただきます。 

　　質問に入ります前に、今回の一般質問が、今期１期４年の最後の質問になります。２０２

１年１２月議会の初めての質問は大変緊張して、原稿を棒読み状態だったことを思い出して

おります。今も緊張はしておるんですが。町長も最初は緊張してるとおっしゃってましたの

で、一緒かなと思いながら。 

　　さて、この７月に行われました参議院議員選挙や東京都会議員選挙において、日本人ファ

ースト、あるいは都民ファーストといった言葉が多くの有権者に共感を持って受け入れられ

たことに、私は大きな意味を感じております。国政においても、地方政治においても、誰の

ための政治かという問いかけが改めて問われているのではないでしょうか。時代がどれほど

移り変わろうとも、政治行政の根幹にあるべきは住民一人ひとりの暮らしに寄り添い、声を

受け止め行動すること、まさに住民ファースト、町民ファーストの視点であります。町長が

直接町民ファーストとは口にされてませんが、町長の行動は町民ファーストだと私は感じて

おります。京丹波町においても、人口減少や高齢化、地域資源の活用といった様々な課題に

直面する中で、いま一度、町民の声を第一に、町民の暮らしの実感に寄り添う政治が求めら

れていると強く感じております。今回は、そうした住民ファースト、町民ファーストの視点

に立ち、幾つかの点について、町・町長の見解を伺いたく、以下、通告書に沿って質問させ
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ていただきます。 

　　まず、事項１、通学・通学路の安全についてお伺いいたします。 

　　本町においては、多くの小学生が徒歩通学を続けており、地域の自然や日常の中で、心と

体を育む貴重な時間となっております。子育て環境、京都府トップクラスを目指すとされて

いることからも質問させていただきます。保護者、特に低学年の児童の親御さんから、通学

路の安全対策についての意見や要望を聞かされます。特に、この異常気象、体温を超える高

温の中で、徒歩通学をしている児童にとっては災害といっても過言ではありません。７月に

行われました町政懇談会にて要望が出された件につきましては、町長をはじめ、教育長に早

急にご対応いただいたことに感謝申し上げます。 

　　それでは、１点目の質問です。 

　　徒歩通学児童に対しては、下校時の気温、暑さ指数等を確認して下校の指示はされている

のか。また、豪雨予報等も確認され下校を指示されているのか。対応をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　四方学校教育課長。 

○学校教育課長（四方妃佐子君）　徒歩通学の児童に対する高気温や豪雨予報への対応につき

ましては、学校と連携しまして、気象情報を基に、迅速な対応に努めております。 

　　また、具体的には、気象警報等が発令された場合には、京丹波あんしんアプリでの発信や

保護者への連絡を通じて児童の安全確保を図るとともに、必要に応じて下校時間の調整や学

校待機の措置を講じております。 

　　今後におきましても、児童の安全を最優先に、柔軟な対応を進めてまいります。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次に、２点目です。 

　　先ほども申しましたが、保護者、特に低学年の児童の親御さんから、通学路の安全対策に

ついての意見や要望を多く聞かされます。町政懇談会において出ておりました同様の意見や

要望がほかの地域でもあるのではないかと思います。丹波ひかり小学校、竹野小学校、下山

小学校、瑞穂小学校、和知小学校、各小学校における登下校に対する意見・要望等は、学校、

地域懇談会も含め、大まかに分類するとどのようであるかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　今議員からございましたように、本当に今年の夏、昨今の新聞報道

でも、史上一番暑い夏であったとそんなふうにも言われております。町政懇談会でもご要望

もいただきましたし、学校からも様々な要望をこの間聞いておりました。教育委員会として
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も、やはり災害級の暑さであると、これについてはしかるべき対応が必要だということを踏

まえまして、特に、各小学校、中学校に、猛暑対策との関わりでの、特に通学に関わっての

意見・要望を求めました。 

　　その結果、各学校から寄せられましたのは、徒歩通学児童生徒及びバス通学に関しての意

見・要望、特に、昨今の異常気象とも言える猛暑への配慮を含めた、通学路の安全確保など

の要望が上がってまいりました。 

　　特に、具体的なものとしては、距離の長い徒歩通学で、猛暑対策としてバス利用が可能な

場合、夏季限定のバス利用、あるいは乗車場所の変更など、こうしたことを求める要望が上

がってまいりました。 

　　これらの要望を受けまして、関係します小学校及び関係機関と協議をいたしまして、２学

期の始業日（８月２９日）より、結果としては二つの小学校に関わる部分での夏季限定のバ

ス利用、あるいは乗車場所の変更などの措置を実施いたしました。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　今答弁いただきましたように、私も、いつも毎日子どもと歩いてるん

ですが、この２学期から歩く距離が短くなりました。というのは、バスに乗っていくという

ことになったので短くなったんですが、やはり子どもにとっては、帰りも暑くなくてうれし

いという声をよく聞いておりますので、ありがとうございます。 

　　今言いましたように、私も、毎日子どもと一緒に歩いてるんですが、歩いてる中で、歩道

があるところを歩いてるのはまだ安心感があります。ただ、歩道のないところで、朝の通勤

車両が多い中、歩道もなく側溝に蓋がない場所もあります。側溝に子どもが落ちることが毎

年のように起こっております。私も、実際に２回見ておるんですが、子どもにはそっちを歩

かないようにとは言ってるんですが、ちょっと横を見たりして側溝に落ちたりするというの

があります。また、中学生が自転車で落ちたということも聞かされております。 

　　このような場所、事象発生は、学校・町は把握されているのか。どのような認識であるの

かお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　松本教育長。 

○教育長（松本和久君）　そのような、特に道路が狭くてかつ路側帯も狭い、側溝に蓋がない

といったような箇所については、学校からも通学路の改善として要望は聞いております。 

　　また、今ご指摘をいただいたような事例についても、学校はその事象を把握をしておりま

すし、教育委員会にも連絡をいただいております。歩道がきちっと整備をされていない通学
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路については、児童生徒の安全確保が教育委員会としても極めて重要な課題であるというふ

うに認識をしております。 

　　これらについては、学校等から寄せられた要望については、町で開催しております通学路

等安全推進会議に具体的な要望を出して、国・府・町の道路管理者、あるいは警察、教育委

員会等で個々について検討し、それぞれの改善策を検討いただいております。 

　　しかし、時間のかかるものがあったりしているのも事実であります。そうした状況ですの

で、登下校の見守りについては、議員にもお世話になっておりますように、地域の皆さんに

もお世話になって、児童生徒の安全確保に引き続き努めていきたいと考えております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　町長及び所管課から答弁ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　では、次に、通学路の安全点検は、年何回、どのような方法で実施さ

れているのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　四方学校教育課長。 

○学校教育課長（四方妃佐子君）　通学路の安全点検は、先ほど教育長からも申し上げました

通学路等安全推進会議において、教育委員会、学校、町関係機関、警察、国・府等の道路管

理者等が合同で年１回実施しております。また、年３回始業式の日に合わせまして、教育委

員会職員でも実施をしている状況です。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　異常気象や安全上のリスクが増す中で、児童をただ歩かせるだけでな

く、安全な徒歩通学環境の保障が行政の責任であることを申し上げ、次の質問に移ります。 

　　次に、事項２の京丹波町病院の充実についてお伺いいたします。 

　　町民の皆さんの健康を願い、健康維持することに対しての取組が行政サービスの一番にあ

ると考えます。町長も、健やかで幸せな町と健康についても取組をされております。京丹波

町における地域医療の要である国保京丹波町病院において、医師の確保は重要な課題である

と認識しています。とりわけ、人口減少や高齢化が進む中で、町民が日常的に安心して医療

にかかれる体制を維持するためには、常勤医師、非常勤医師の確保と定着は極めて重要です。 

　　そこで、１点目の質問です。 

　　京丹波町病院の常勤・非常勤医師の確保は十分にできているのか。常勤・非常勤医師の人
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数をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　中野医療政策課長。 

○医療政策課長（中野竜二君）　京丹波町病院の診療体制につきましては、常勤医師のほか非

常勤医師として、京都府立医科大学をはじめとする関係病院からの派遣の上に成り立ってお

り、現在のところ、何とか確保できている状況でございます。 

　　医師の人数につきましては、常勤医師は内科３人で、加えて内科専攻医として京都第一赤

十字病院等から３か月交代で１名ずつ在籍しており、常勤医と同等の勤務をしております。 

　　非常勤医師は、内科５人、外科３人、整形外科２人、小児科８人、皮膚科２人、精神神経

科１人の２１名でございます。 

　　そのほか、２４時間３６５日の救急医療を提供するために欠かせない日当直には、京都府

立医科大学の内科を中心に、多くの診療科の医師が当たっているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次です。 

　　国保京丹波町病院として存続するために、医師の確保は大前提であるが、そのほかに必要

なこと、課題についてはどのように考えておられるのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　京丹波町には、医療資源が非常に少なくて、そういった意味で、国保

京丹波町病院というのは、町民の健康を守る砦として、本当に重要なポジションを占めてい

ると思っておるところでございます。 

　　そうした病院を今後とも持続可能な存続する病院としていくためには、やっぱり将来にわ

たって町の地域医療を担っていただける医師の確保が一番大きな課題であろうと思ってると

ころでございます。 

　　先ほども課長から答弁ございましたように、おかげさまで、何とか今、医師の確保はでき

ている。これは、京都府あるいは府立医科大学、また関連する病院、例えば、第一日赤とか、

あるいは明治国際医療大学とか、もちろん中部医療センターもございます。そういったとこ

ろからの派遣もしていただいてる。皆さんでこの京丹波町病院を存続させようという、そう

いったところのご協力を仰いで存続できてること、本当に私は感謝申し上げたいと思ってい

るところでございます。 

　　また、これから、とりわけ若い医師に地域医療に魅力を感じていただける取組も必要だろ

うと考えております。 
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　　また、公立医療機関というのは、地域医療機関として住民福祉への貢献という大変重要な

役割を担っている一方、片や経営という要素が入ります。ここは公営企業でございますから、

公営企業としての採算性も求められるという大きな役割も持っているところでございます。 

　　しかし、病院を取り巻く環境というのは、非常に厳しいものがございます。急速に進む人

口の減少、あるいは人件費が年々上昇しているということであります。これは全国的に人件

費の上昇によって、昨年度は相当コストプッシュ要因となっているところでございます。ま

た、医療機器も老朽化しておりますので、更新もしなければならない。施設のメンテナンス

も高額の費用がかかっております。そうした多くの課題があるところでございますけれども、

本町の地域包括ケアシステムの医療拠点としての役割を十分に果たせますように、引き続き、

職員一丸となって特色のある、あるいは魅力のある病院・診療所づくりに取り組んでいくこ

とが大事だろうと思っておりますし、そうしたことを頑張ることによって、お医者さんとか

看護師さんが、一回、京丹波町病院へ行って働いてみたい、そういう病院にすることが大事

だろうと考えております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　では、次、３点目です。 

　　医師確保のための課題解決の一つとして、医師支援策で住宅環境には取り組まれておりま

すが、その他町として工夫されている取組をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　医師住宅を整備したところ、非常に喜んでいただいておるところでご

ざいます。これも、医師確保に大きな役割を果たしておるところでありまして、この事業を

推進してよかったなと私自身思っておるところでございます。 

　　本町は、いわゆる地域医療を提供する現場であることから、先ほど言いましたけども、地

域医療を総合的に学びたいという若い医師を受け入れる体制づくりも行っております。 

　　その取組につきましては、垣田病院長が地域包括医療・ケア認定医として、また、令和５

年度から京丹波町病院が基幹施設となりました「地域総合診療専門医研修プログラム」にお

ける専門医及び指導医として、地域医療に志ある若い医師を受けれる体制を整えております

し、これは垣田院長の熱意でもって、そうした医師を育てていこうという姿勢が本当に顕著

に現れているところでございます。 

　　また、初期研修医に地域医療に触れていただきまして、地域医療に携わる道を将来の医師

像の選択肢に入れてもらうことを目的に、研修の受入れを積極的に行っているところでござ

います。毎年のように研修に来ていただくということで、本当にうれしく思っております。 
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　　そのほか、令和６年度から本格的に施行されました「医師の働き方改革」につきましては、

京丹波町病院ではその要件を大きくクリアいたしておりまして、今後とも、超過勤務を最小

限にいたしまして、健康管理あるいはタスクシェアにつきましても進めていくということで、

魅力ある職場となるように努めているところでございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次、４点目です。 

　　現在の京丹波町病院の医療体制の補完策として、認定看護師及び診療看護師の配置状況や

活用状況はどのようであるか、それぞれの人数をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　中野医療政策課長。 

○医療政策課長（中野竜二君）　認定看護師及び診療看護師の配置はございません。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　先ほどから、お医者さんを確保するのはなかなか難しいということで、

こういう方がおられたらというふうに一応確認させていただきました。 

　　次、５点目です。 

　　病院に限らず、各職種、各職業ともに人員が不足していると言われている中、今後におい

ても、医師確保は難易度が高く難しくなるのではないかと思います。医療体制をより充実さ

せる策として、認定看護師及び診療看護師を採用することで、少しでも医師の負担が軽減さ

れると考えます。また、患者さんに対しても、不安感が払拭されるのではないかと思います。 

　　そこで、今後、こうした認定看護師及び診療看護師の専門資格の育成、採用、活用の可能

性について見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　中野医療政策課長。 

○医療政策課長（中野竜二君）　京丹波町病院は、町民の皆様に僻地における地域医療の提供

に力点を置いておりまして、現在のところ、認定看護師や診療看護師を育成等を行う考えは

ございません。 

　　しかしながら、高齢化の進む中、認知症に関することにつきましては、入院医療、外来医

療における看護技術の向上につながり、訪問看護にも欠かせないことでありますから、研修

の受講等によるスキルアップには、特に力を入れているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　今の答弁を聞くと、次の質問をしていいのかなと思うんですが、一応
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６点目です。 

　　今後、認定看護師及び診療看護師の受験など、認定に要する費用補助を行うことなどにつ

いてはどのように考えておられるのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　中野医療政策課長。 

○医療政策課長（中野竜二君）　将来的に必要と判断した場合には、資格取得に必要な費用を

補助すること等によりまして、志ある看護師を応援したいというふうに考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　診療看護師等でしたら、大学院まで行って大変難しい試験があったり、

いろいろハードルが高いことがあります。ただ、人口が減る中で、お医者さんは確実に減る

んですから、普通の看護師じゃなくて、診療看護師等も入ってこられると、その辺も補完で

きるのかなと思い、今は質問させていただきました。 

　　次に、事項３の道の駅施設・指定管理者制度についてお伺いいたします。 

　　まず、１点目です。 

　　前回、６月議会でも取り上げておりました道の駅直売所における年会費及び販売委託料に

ついて、特に、小規模栽培され出荷されている方から、年会費や販売委託料が高いと聞かさ

れます。今回、道の駅「瑞穂の里・さらびき」の増改築もされ、売場も広く明るくなると聞

かされております。各道の駅直売所における町内の出荷者に対しては、年会費及び販売委託

料の見直しを俎上に上げ、出荷者協議会の意見も聞く中で大幅な引下げを提案いたします。

見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　片山商工観光課長。 

○商工観光課長（片山　健君）　道の駅直売所に関することでございます。今、議員からもあ

りましたとおり、年会費・販売委託料は、出荷意欲ですとかに品ぞろえに直結する重要な要

素だと認識はしているところでございます。 

　　今、議員からもありましたとおり、本年の６月議会の一般質問でも同種の答弁をさせてい

ただいておりますとおりでございますが、直売所は、委託販売を基本とします運営形態であ

りまして、運営者については、出荷者協議会等の声を丁寧に聴取しつつ、時勢における物

価・人件費・光熱費等の環境条件ですとか、サービス水準とのバランスを踏まえた負担金等

の設定・見直しが必要であると考えておりますが、基本的には運営者が決定していくもので

あるということでございます。 

　　そこで、設置者であります町といたしましては、公の施設における指定管理者のモニタリ
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ング、いわゆる監視を通じて、設定根拠の透明化と説明責任の徹底を促しまして、出荷者の

皆様の負担と売場の持続可能性の両立を共に図ってまいる所存であるということでございま

す。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次に、現在、進められております道の駅「瑞穂の里・さらびき」及び

グリーンランドみずほの増改築に関してお伺いいたします。 

　　以前にもお伺いいたしました、指定管理者であるグリーンランドみずほ株式会社が管理さ

れている加工施設が、指定管理者でない町内民間企業に貸出しされており、施設使用料が徴

収されていないことでありました。その後、対応はどのようになったのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　片山商工観光課長。 

○商工観光課長（片山　健君）　これも以前ございましたけども、当該加工施設の取扱いにつ

きましては、まずは、施設全体の管理・運営を指定管理者であるグリーンランドみずほ株式

会社に委ねている枠組みを前提としておりまして、その中にある管理に関する基本協定の第

７条に基づきまして、第三者委託しているという状況でございます。 

　　利用料につきましても、過去に答弁をさせていただいておりますけれども、管理委託料と

相殺するという考え方で決定されたと確認をしているところでございます。 

　　しかし、現在は、さらなる整理を行うことといたしまして、指定管理者と協議をしている

状況でございまして、今年度予定しています指定管理の更新・協定見直しのタイミングにな

るんですけれども、ここで再委託の方法ですとか使用料等管理委託料の関係整理も含めまし

た、さらなる運用の明確化を図っていくこととしているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　今の答弁で言いますと、結論としては以前と変わっていないというこ

とで受け止めます。 

　　現状の使用方法に対して、もともと事業者の選定プロセスの透明性や契約内容に関しても、

外からは把握しづらい状況にあると考えます。また、製造されている加工品についても町内

産食材の活用が限定的である上、地域における雇用の創出にも大きくつながっていないので

はないかと認識しています。 

　　地域資源を生かし、公共施設としての使命を果たすという観点からも、こうした入居条件

や運用実態の在り方についてこの機会に見直すべきではないかと考えますが、再度見解があ
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ればお答えください。 

○議長（梅原好範君）　片山商工観光課長。 

○商工観光課長（片山　健君）　一部、議員おっしゃるとおりでございます。現在、契約関係

ですとか選定の経緯、料金の取扱い、第三者の利用手続、地元産食材の活用、雇用への波及

など、指定管理者からの報告と現地確認によりまして、より実態把握を進めているという状

況でございます。 

　　先ほども答弁をさせていただきましたけれども、今年度予定しています指定管理の更新・

協定締結のタイミングで見直しを含む再整理を予定しているというところでございます。 

　　そして、年度協定ですとか業務仕様・報告様式の整理を通じまして、選定・利用の手続や

情報公開の範囲を分かりやすく示すなど、運用の見える化を図る方向で検討してまいります。 

　　さらに、地元資源の活用ですとか地域雇用への配慮は、公共施設の趣旨に照らしまして重

要と認識しておりまして、今後、協定・評価の中で反映できるように指定管理者と協議をし

てまいりたいと考えているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次、３点目です。 

　　グリーンランドみずほの農業研修施設「フードバレー農場」の人材育成とはどのような取

組であるのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 

○企画情報課長（堀　友輔君）　現在、実施しておりますフードバレー農場につきましては、

地域商社京丹波と連携して取り組んでいる事業でございまして、都市部で暮らす方に京丹波

町で農業を学んでもらい、定着につなげていく取組でございまして、地域おこし協力隊の制

度の仕組みを活用しております。 

　　また、育成カリキュラムにつきましては、地元農家をはじめ農業公社や府の機関なども関

わっていただきまして、農業技術の習得に取り組んでいただいております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次に、マスターズ農園の区画数及び借入れされている方の人数をお伺

いいたします。 

○議長（梅原好範君）　片山商工観光課長。 

○商工観光課長（片山　健君）　お答えいたします。 

　　８月末現在のデータでございます。マスターズ農園は、全区画数が３０区画でございまし



－１５９－

て、ご利用区画数は２２区画でございます。 

　　また、ご契約をいただいているご利用件数につきましては、１１件となっているところで

ございます。 

　　件数と申しましたけれども、ご契約いただいてる利用人数、利用家庭とも言えると思うん

ですけれども、人数というのは把握がちょっとし切きれておりませんけれども、契約をいた

だいている家庭数というのが１１件でございまして、その１１件が２２区画を利用いただい

ているという状況でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次、５点目です。 

　　合併後、最大の事業であった新庁舎建設を終えて、今後しばらく大きな投資的事業の予定

はないと推察しておりましたが、今回、グリーンランドみずほの増改築がなされているが、

グリーンランドみずほの再整備による、今後の町の財政運営への影響についてはどのような

見通しを持っておられるのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　この道の駅の整備に関する財源でございますけれども、実に事業費の

約半分を国の新しい地方経済・生活環境創生交付金、いわゆる第２世代交付金と言われてお

りますけれども、そうした交付金の有利な財源が確保できました。そうしたものを充当する

こととして交付決定を受けたということで、これは非常に私はありがたいことで、国の担当

の方に本当に感謝申し上げたいと思っておるところでございます。 

　　また、その補助残、あと２分の１でありますけれども、合併特例債という大変有利な地方

債の充当を予定いたしております。先ほど議論がございましたが、合併特例債は今年度で最

後ということでございます。できるだけこれを使わせていただくということ。そうしたこと

で町の単独負担を最大限抑制してまいりたいし、それはできると私は考えておりまして、一

般財源の他の事業への圧迫度というのは、非常に抑制されたものではないかなと思っておる

ところでございます。 

　　さらに、今後の工事の進捗と併せまして、指定管理料、また、維持管理費の見通し、収支

への波及というのをしっかりと点検してまいりながら、中長期の財政運営に負担とならない

ように、常に確認をしてまいりたいと思っております。 

　　何よりも、こうした巨費を投じて整備する道の駅でございますから、効果を最大限発揮す

ることが目的でございます。観光振興と食産業による稼ぐ力、地域の活性化を最大限に効用

を発揮するように目指してまいりたいと思っております。 
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○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次の質問６点目です。 

　　今の町長の答弁にもちょっと絡むと思いますが、今年度の指定管理期間が終了するグリー

ンランドみずほ、道の駅「和」の運営を現指定管理者が運営を担う中で、施設の立地や規模、

周辺環境といったポテンシャル、潜在能力を生かし切れていないのではないかという声も一

部にあります。現運営者が現状の施設環境や地域資源を十分に生かしながら運営できている

と考えておられるのか。町としてどのように評価されているのか見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　道の駅というのは、近年、全国的に非常に多くなってまいりまして、

それぞれが非常に工夫を凝らして、道の駅自体が自立した１つの魅力ある施設としての歩み

を見せ始めておるところでございますし、非常に個性化が図られているというところがござ

います。 

　　ですから、最近では、都市部住民等にとりまして、道の駅施設の関心も、あるいは需要も、

非常に高まっていると思っておるところでございます。 

　　そういう中で、道の駅「瑞穂の里・さらびき」の再整備につきましては、その潮流にしっ

かりと乗った取組を行う必要があります。 

　　また、道の駅「和」につきましても、製品等を自主開発して、いろんな工夫を凝らして開

発をされている、非常に努力もされているというところでございます。 

　　そういう中で、現指定管理者につきましては、コロナ禍からアフターコロナにかけて大変

苦しい経営状況はございました。それを乗り越えられて、最大限の創意工夫と運営をしてい

ただいたところで、これは本当によく頑張っていただいたなという私は評価をしてまいりた

いと思っております。 

　　そして、道の駅「京丹波　味夢の里」、道の駅「和」、道の駅「瑞穂の里・さらびき」、

この３つの道の駅につきましても、着実に売上高を伸ばされておるわけです。これは本当に

努力と汗の結晶だと思っておるところでございます。 

　　他方で、施設環境あるいは地域資源を最大限に活用して、周辺観光との連携あるいは滞在

価値の向上などを伸ばす不断の努力というのもしていかなければならないと思っております。

次期指定管理者におきましても、施設と地域が持つポテンシャルといったものをさらに引き

出せる提案とか連携を大いに期待をしてまいりたいと思っております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次です。 
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　　グリーンランドみずほ内の宿泊施設「ガーデンロッジ」について、町の企画情報課が主体

になり、地域おこし協力隊の登用により再開を目指しておられます。宿泊事業の再開自体は

意義があることと考えますが、宿泊施設運営という専門性が求められる分野において、運営

者側に業務に精通している専門職員を配置せず、地域おこし協力隊のみで本当に持続的かつ

機能的な運営ができるのか。また、運営が可能だと考えておられるのか見解をお伺いいたし

ます。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 

○企画情報課長（堀　友輔君）　ガーデンロッジのリニューアルに向けまして、地域おこし協

力隊を２名任用いたしました。 

　　現在、オープンに向けまして調整を進めておりまして、人員を含む運営体制等については、

指定管理を受けているグリーンランドみずほ株式会社等とも連携しながら、効果的な運営を

図るため、現在、検討を進めているところでございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次、８点目です。 

　　今年度で指定管理が終了する施設について、来年度以降の道の駅運営者の公募においては、

このような現状を踏まえ、持続的経営が可能かどうか、専門人材の配置があるのか、また、

将来を見据えた戦略性があるのかといった視点での審査基準が強く求められていると考えま

すが、公募を実施する予定はあるのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　片山商工観光課長。 

○商工観光課長（片山　健君）　まず、道の駅に関してでございますけれども、公の施設であ

る以上、公平性・透明性を最優先に、原則公募・選定委員会による選定を行うことが求めら

れると考えています。 

　　また、前年度に実施をいたしましたサウンディング調査で把握いたしました民間の意見・

知見・協業も視野に入れつつ、地域拠点としての価値の最大化を目指すということでござい

ます。 

　　そして、安全・快適な利用環境の維持と、広域観光・スポーツとの連携を通じた、来訪・

滞在の拡大に資する提案を公募によりまして重視をしてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 
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○２番（山﨑眞宏君）　次です。 

　　最後に、道の駅をはじめとした地域拠点の運営主体として、今のように専門性や戦略性が

乏しい第三セクターが担い続けることには限界があると考えます。むしろ、経営視点を持つ

専門人材や、機動的に運営を行える新たな組織体制が中核を担うべきではないかと考えます。

現行の第三セクターの運営体制そのものの見直し、必要に応じては解散や再編も含め、抜本

的な議論が必要と考えますが、町としての見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　道の駅をはじめとして、地域拠点の運営には、来訪需要の拡大とか広

域観光、地域振興、防災拠点といった、機能の高度化に対応できる経営の専門性と、戦略性

というのは一層求められていると私は思っておるところでございます。 

　　その際、官民連携の手法とか知見の活用可能性も視野に入れまして、公共性・透明性・持

続性の観点と、効果と負担のバランスを丁寧に検討するということでございます。 

　　私は、現行の第三セクターというのは、やはり長くご努力をされて、積み上げられたノウ

ハウも一定評価しなければならないと思っておりますけれども、おっしゃったように、道の

駅の在り方とか経営という部分を相当重視してもらわなければならないということ。時代の

潮流ということにしっかりと乗っていくということは大事です。そのためには、体制の在り

方とか外部との連携の仕組み、機動的に意思決定できるガバナンス、人材の確保・育成をは

じめ、最適な運営体制へ常に進化していかなければならないと私は思っておりますので、そ

ういった観点から、今後、検討していきたいと思っております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　よろしくお願いいたします。 

　　次に、事項４の庁舎機能についてお伺いいたします。 

　　１点目です。 

　　隣の南丹市においては、開庁時間の変更が実施されています。開庁時間を短縮することで、

開庁時間前後の準備、政策立案や創造性のある仕事に取り組むための時間を確保し、住民満

足度の高いサービス提供に努めますとして取組をされております。 

　　また、亀岡市においても、この１０月から、市民課窓口を現行の午前８時３０分から午後

５時１５分を、午前９時から午後４時３０分に試験的に導入されるとのことであります。 

　　本町についても、実施に向けた考えはないのか見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　田中総務課長。 

○総務課長（田中晋雄君）　本庁、それから両支所におきまして、本年の３月から５月にかけ
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まして３か月の平均を取った状況からしましても、現時点では、すぐさまこの予定があると

いうものではございませんけども、開庁時間を変更した市町村も出てきておるということも

ございます。その効果や課題、またデジタル化によります住民サービスの提供の充実といっ

たことは欠かせないと思っておりますので、研究している状況でございまして、引き続き、

注視していきたいというふうに考えております。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次、２点目です。 

　　本庁舎の防災備蓄倉庫屋根に設置されている太陽光発電パネルは、年間何キロワットの発

電能力があるのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　山内財政課長。 

○財政課長（山内明宏君）　本庁舎の防災備蓄倉庫屋根に設置しております太陽光発電パネル

の容量は、１０キロワットでございまして、おおむね年間１万キロワットアワー発電できる

能力がございます。 

　　以上でございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次に、地球温暖化対策、ＳＤＧＳの取組の一環として、庁舎駐車場に

太陽光発電の屋根設置を行ってはと提案いたします。 

　　以前、亀岡市にお邪魔することがありました。その際に、駐車場に以前はなかった太陽光

パネル屋根が設置されており、大変よい取組と感じました。それは、炎天下に駐車していた

際、車の中が高温になり、乗り込むこともちゅうちょする状態であったのが、車の中があま

り高温にならず、冷房がすぐに効き感動したことがあります。また、雨の日も、太陽光発電

パネルの屋根があることで乗り降りの際にぬれることがほぼなくなると感じました。 

　　本庁の駐車場に、特に障害者スペースを優先し、太陽光発電の屋根設置を検討されないか

見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　松山総務部長。 

○総務部長（松山征義君）　本庁舎駐車場への太陽光発電の屋根設置に関するご提案でござい

ますが、まず、本庁舎駐車場の地下には雨水貯留槽が設置されておりまして、浸水被害を軽

減するなど、重要な役割を果たしているところでございます。 

　　この雨水貯留槽は、舗装の上面から浅いところに設置をしておりまして、荷重想定を車両

荷重としておりますために、太陽光発電屋根の基礎設置が厚さ的に厳しいこと、また、雨水
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貯留槽構造が重量に耐えられないことが想定をされておりますので、本庁舎駐車場への太陽

光発電の屋根設置につきましては、難しい状況であるというふうに考えております。 

　　以上です。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　今の答弁だと真正面の広いところを想定するんですが、横側の部分も

一部あると思うので、できたらあちらも検討してみてください。 

　　次に、事項５の企業版ふるさと納税についてお伺いいたします。 

　　まず、１点目です。 

　　本町では様々な施策を展開し、その結果として昨年度のふるさと納税額は４億６２９万円

と、令和元年度と比べ約２０倍に大きく伸びております。この伸びは、京都府内でも２７市

町村中８位と上位に入っており、大変よいことだと思います。ちなみに、全国では１,７８

０中６７３位です。 

　　この結果から、本町の様々な施策の展開力は目をみはるものがあり、企業との接点を持つ

機会が一定数存在すると考えられますが、現時点で企業版ふるさと納税による実績が伸び悩

んでいるように感じますが、その要因についてはどのように分析されているのか見解をお伺

いいたします。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 

○企画情報課長（堀　友輔君）　企業版ふるさと納税につきましては、企業とのマッチングが

必要でございまして、マッチングを行う事業者等との連携も行っているところでございます。 

　　ＰＲなどさらに取り組むべき点もあると思いますので、引き続き、研究してまいりたいと

いうふうに思っております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　２点目です。 

　　近隣の亀岡市や南丹市では１,０００万円を超える企業版ふるさと納税の寄附実績があり、

市長による記者会見などが積極的に情報発信されていますが、そうした近隣他市の戦略と本

町との違いについてはどのように認識されているのかお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 

○企画情報課長（堀　友輔君）　取組にあまり差異はないというふうには考えておるんですが、

企業間のつながり等から納税いただくこともございまして、企業数の差等も多少影響してい

る部分があるのではないかなというふうには考えております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 
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○２番（山﨑眞宏君）　次です。 

　　個人版ふるさと納税では、先ほど言いましたように、プロモーション戦略室の積極的な広

報企画により、年々寄附額を伸ばしている実績がありますが、企業版ふるさと納税について

も同様に、戦略的かつ広報的なアプローチが必要ではないかと考えます。見解をお伺いいた

します。 

○議長（梅原好範君）　堀企画情報課長。 

○企画情報課長（堀　友輔君）　企業版ふるさと納税につきましてもＰＲは重要であるという

ふうに考えております。商工観光課と連携する中で、パンフレットも作成し、効果的なＰＲ

活動を行ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　次です。 

　　企業版ふるさと納税は、単なる税制優遇ではなく、町のビジョンや事業の意義に共感を得

る営業活動の要素が強いと考えますが、現状の企画情報課中心の体制でそのような戦略的ア

プローチは十分にできると考えておられるのか見解を伺います。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　今年度から、国の地方創生伴走支援制度でお世話になっている、官僚

の職員の方にもご協力をいただきまして、企業版ふるさと納税を活用したまちづくりの推進

に向けて、体制づくりなどについても検討を進めているところでございます。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　５点目、最後の質問です。 

　　貴重な財源確保の手段である企業版ふるさと納税を今後の重点施策として位置づけるので

あれば、プロモーション戦略室を中心とした体制に再構築し、町を代表して企業への説明等、

提案活動を積極的に展開していく必要があると考えますが、所管の移管を含めた体制整備を

検討すべきときに来ていると考えます。町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（梅原好範君）　畠中町長。 

○町長（畠中源一君）　これから京丹波町が持続可能な魅力のある選ばれる町として大いに発

展するためには、自主財源が本当に厳しいものがございますので、やはりこのふるさと納税

という部分で相当力を入れなければならないと思っております。企業版ふるさと納税と個人

版のふるさと納税、二つあるわけでございますが、いずれにいたしましても、外部資金の巨

額の資金を導入するんだと私は表明させていただきました。これを実行するためには、現行

の体制が必ずしも十分だとは私は思っておりません。今後、しっかりと検討しなければなら
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ないと考えております。 

○議長（梅原好範君）　山﨑君。 

○２番（山﨑眞宏君）　前回も言いましたが、皆さんよくご存じのダーウィンの名言の一つに、

「生き残る種とは、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最も

よく適応したものである」というのがあります。今の時代は目まぐるしく変化しており、自

治体においても変化に適応することが求められています。これから先も若者がもっと表に出

て、いろいろな年代が、そしていろいろな角度から関係を持ち、明るく元気な京丹波町にな

ることを望み、私の一般質問を終わります。 

　　最後に、４年間、ありがとうございました。 

○議長（梅原好範君）　これで、山﨑眞宏君の一般質問を終わります。 

　　よって、本日の議事日程は、全て終了いたしました。 

　　本日は、これをもって散会いたします。 

　　次の本会議は、明日、４日に再開しますので、定刻までにご参集ください。 

　　長時間にわたり、大変お疲れさまでした。 

散会　午後　４時０９分 
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